
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
四
号
）

七
四
（
六
七
六
）

国
有
林
に
わ
け
る
労
働
組
織
の
形
成
と
展
開

）三（

東
北
・
秋
田
国
有
林
を
中
心
に

奥
　
　
　
地

正

　
　
　
　
目
　
　
次

第
二
章
国
有
林
経
営
の
展
開
と
労
働
組
織
の
確
立

　
第
一
節
官
行
研
伐
事
業
の
展
開
と
伐
出
労
働
組
織
の
確
立
（
第
二
十
三
巻
第
五
・
六
号
）

第
二
節
造
林
事
業
の
展
開
と
森
林
労
働
保
護
組
合
の
彩
成
（
以
下
本
号
）

　
　
　
　
○
ｏ
　
地
元
施
設
制
度
の
拡
充
　
　
地
主
的
労
働
力
政
策
の
登
場

　
　
　
吻
　
秋
田
大
林
区
署
管
内
に
お
げ
る
労
働
力
政
策
の
実
施
過
程

　
　
　
　
　
－
　
委
託
林
実
施
の
指
導
方
針

　
　
　
　
２
　
前
提
　
　
部
落
組
合
の
組
織
化

　
　
　
　
３
　
委
託
林
制
度
の
実
施
過
程

　
　
　
ゆ
造
林
事
業
の
実
行
形
態
と
造
林
労
働
力

　
　
　
↑
り
　
森
林
労
働
保
護
組
合
の
変
貌



第
二
章
　
国
有
林
経
営
の
展
開
と
労
働
組
織
の
確
立

第
二
節
　
造
林
事
業
の
展
開
と
森
林
労
働
保
護
組
合
の
形
成

　
ｃ
ｏ
　
地
元
施
設
制
度
の
拡
充
　
　
地
主
的
労
働
力
政
策
の
登
場

　
国
有
林
の
特
別
経
営
事
業
は
明
治
末
か
ら
第
一
次
大
戦
期
に
か
げ
て
造
林
事
業
の
最
盛
期
を
経
過
し
、
戦
後
の
一
九
二
一
年
に
完

了
し
た
。
同
事
業
期
（
一
八
九
九
－
一
九
二
一
年
）
を
通
じ
て
国
有
林
経
営
は
、
無
立
木
地
へ
の
棟
林
三
〇
万
肋
を
含
め
て
五
八
万
ｂ

（
二
一
年
の
内
地
国
有
林
・
総
林
野
面
積
四
二
五
・
六
万
ｈ
の
一
四
％
）
に
の
ぼ
る
造
林
を
達
成
し
、
こ
う
し
て
戦
後
の
国
有
林
経
営
は

新
た
に
拡
大
さ
れ
た
経
営
基
盤
を
基
礎
と
し
て
、
よ
り
積
極
的
な
森
林
の
保
続
的
生
産
を
開
始
す
べ
き
時
点
に
立
っ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
時
期
国
有
林
経
営
は
、
日
本
資
本
主
義
が
全
般
的
危
機
の
時
代
に
入
り
、
米
騒
動
に
つ
づ
い
て
労
働
争
議
・
小
作

争
議
が
激
発
し
、
半
封
建
的
地
主
制
、
さ
ら
に
１
は
確
立
し
て
き
た
独
占
資
本
の
支
配
体
制
が
動
揺
す
る
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に

直
面
し
て
い
た
。
国
有
林
経
営
が
何
よ
り
も
ま
ず
直
面
し
た
の
は
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
げ
て
度
重
な
る
恐
慌
と
凶
作
の

中
で
疲
弊
を
重
ね
、
さ
ら
に
大
戦
の
渦
中
で
極
度
の
経
済
的
窮
乏
に
お
ち
い
っ
て
い
た
地
元
農
山
村
の
状
況
で
あ
っ
た
。
わ
け
て
も

東
北
で
は
、
　
一
九
〇
二
年
、
〇
五
年
、
　
一
三
年
の
凶
作
で
米
作
減
収
率
は
二
割
か
ら
八
割
以
上
に
，
お
よ
ん
で
（
第
六
表
）
そ
の
極
度

の
疲
弊
は
慢
性
化
し
、
第
一
次
大
戦
に
入
っ
て
も
「
我
産
業
界
、
経
済
界
ハ
…
…
非
常
ナ
ル
活
気
ヲ
呈
シ
タ
リ
然
レ
ト
モ
…
…
農
村

ノ
状
況
ヲ
顧
ミ
レ
ハ
如
何
農
業
林
業
二
於
テ
ハ
夫
ノ
生
糸
ノ
如
キ
特
種
ノ
モ
ノ
ヲ
除
ケ
ハ
ー
…
戦
乱
ノ
好
影
響
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
極
メ

テ
少
ク
…
…
加
之
農
家
ノ
主
要
産
物
タ
ル
米
穀
ノ
価
格
ハ
生
産
過
剰
ノ
為
頓
二
暴
落
シ
：
…
一
般
物
価
ノ
騰
貴
二
伴
ヒ
農
家
ノ
支
出

　
　
　
国
有
林
に
お
げ
る
労
働
組
織
の
彩
成
と
展
開
嘗
（
奥
地
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
（
六
七
七
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
四
号
）

　
）

北
脇

東の期初正
大
率

ら
収

か
減

末
の

治
県

明
６表６第

年
２
正
大
・

Ｍ
”
“
”
“
”
３
　
４
　
３
　
７
　
１
　
２

年
３
８
治
明
１

“
”
”
“
“
”
８
　
７
　
’
ｏ
　
２
　
２
　
２

年
３
５
治
明
・

”
”
”
蝸
以
”
一
Ｌ
ｏ
　
４
　
５
　
５
　
２
　
１

県
県
県
県
県
県
城
島
手
森
彩
田
宮
福
岩
青
山
秋

林
　
史

（
　
　
達欄

簿

元
　
膿
り

地
　
　
」
よ

の
　
勧
６
頁

野
林
　
七
３
８

　
第

有
　
（
４
，
量
量

国
帆
史
３
８
収
収

襲
義

〕１｛
野
　
　
調

　
２

に
と
も
な
っ
て
、
　
「
森
林
窃
盗
」
を
中
心
と
す
る
犯
罪
件
数
こ
そ
大
正
期
に
入
っ
て
減
少
し
た
が
、

に
の
ぽ
っ
て
お
り
（
第
二
図
）
　
こ
の
間
、
秋
田
管
内
で
は
一
九
一
五
年
の
七
〇
七
件
ま
で
増
加
し
つ
づ
げ
て
い
る

農
民
は
東
北
地
方
を
中
心
に
全
国
各
地
で
、
下
戻
訴
訟
を
継
続
す
る
と
共
に
、

物
払
下
げ
の
嘆
願
、
さ
ら
に
は
山
火
消
防
・
造
林
事
業

抗
を
展
開
し
た
。

　
こ
う
し
て
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
、
東
北
農
山
村
の
窮
乏
が
大
き
な
杜
会
問
題
と
な
り
、
ま
た
そ
の
中
で
東
北
地
方

を
中
心
に
国
有
林
野
解
放
の
要
求
が
新
た
な
高
揚
を
示
す
の
で
あ
る
が
、
か
の
「
東
北
振
興
会
」
（
当
時
の
財
界
巨
頭
を
網
羅
し
て
一
九
一

三
年
に
結
成
）
が
組
織
さ
れ
た
の
も
、
当
時
の
右
の
よ
う
な
情
況
下
に
他
な
ら
な
い
。
同
会
は
そ
の
「
調
査
報
告
」
の
「
結
論
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
（
六
七
八
）

生
計
費
ノ
増
加
シ
タ
ル
モ
ノ
ア
ル
カ
為
農
村
二
於
テ
ハ
寧
口
戦
乱
ノ
為
悪
影
響
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

受
ケ
現
二
甚
タ
不
振
ノ
状
態
」
に
あ
っ
た
。

　
国
有
林
の
特
別
経
営
事
業
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
大
き
く
展
開

さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
直
接
地
元
農
山
村
に
お
よ
ぽ
し
た
影
響
は
何
よ
り

も
ま
ず
農
民
の
入
会
利
用
排
除
の
一
層
の
拡
大
・
広
範
化
で
あ
り
、
植
林
と
保
育

の
進
展
、
防
火
線
の
設
定
、
用
材
林
の
拡
大
等
に
よ
っ
て
農
民
の
採
草
・
採
柴
・

放
牧
は
一
層
広
範
に
一
層
き
び
し
く
排
除
さ
れ
、
薪
炭
材
の
払
下
げ
は
抑
え
ら
れ
、

そ
の
価
格
は
ひ
き
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
。
当
然
、
こ
れ
に
対
し
て
農
民
は
、
と
ぎ

れ
る
こ
と
な
く
低
抗
し
つ
づ
げ
た
。
国
有
林
野
の
保
護
・
管
理
と
取
締
り
の
強
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
で
も
年
問
三
、
○
○
○
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
他
方
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
造
林
反
対
や
採
草
・
放
牧
・
開
墾
適
地
の
貸
付
、
産

　
　
「
出
役
」
へ
の
非
協
力
等
、
旧
来
の
入
会
利
用
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
低
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３
１
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８
７
６
５
４
３
２
１

千
件
（
人
）

　
国
有
林
に
お
け
る
労
働
組
織
の
形
成
と
展
開
嘗
（
奥
地
）

第
－
項
目
で
「
土
地
分
配
の
不
均
衡
（
国
有
地
の
過
大
）
是
正
の
た
め
国
有
地

・
御
料
地
の
貸
付
・
売
払
の
便
を
は
か
る
」
こ
と
を
提
言
し
、
農
業
経
営
の

改
良
、
蚕
糸
業
の
奨
励
、
畜
産
業
の
奨
励
（
家
畜
小
作
の
奨
励
、
国
有
ま
た
は

御
料
の
放
牧
適
地
貸
下
げ
）
、
林
業
の
奨
励
（
植
林
・
公
有
林
野
整
理
統
一
の
奨
励
）
、

産
業
組
合
の
奨
励
等
を
掲
げ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
間
題
の
根
底
に
は
「
明

治
末
年
に
お
い
て
、
国
有
森
林
全
体
の
二
七
・
三
バ
ー
セ
ソ
ト
、
国
有
原
野

全
体
の
四
八
・
七
パ
ー
セ
ソ
ト
が
東
北
六
県
に
所
在
し
、
他
方
東
北
地
方
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

林
野
面
積
の
五
六
・
七
パ
ー
セ
ソ
ト
ま
で
が
国
有
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
」
て

い
た
国
家
的
土
地
所
有
の
「
偏
在
」
問
題
が
伏
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
多
言

す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
第
一
次
大
戦
直
後
、
特
別
経
営
事
業
の
末
期
に
際
し
て
国
有
林
経

営
当
局
が
当
時
の
情
況
を
ふ
ま
え
て
打
ち
だ
し
た
の
は
、
従
来
の
国
有
林
野

地
元
施
設
制
度
に
対
す
る
一
定
の
拡
充
方
針
で
あ
っ
た
。
政
府
は
従
来
、
一

八
九
九
年
（
国
有
林
野
法
・
国
有
土
地
森
林
原
野
下
戻
法
制
定
）
以
降
も
、
国
有

林
野
の
下
戻
し
、
不
要
存
置
処
分
、
部
分
林
、
採
草
・
放
牧
・
開
墾
適
地
等

の
貸
地
、
薪
炭
材
の
慣
行
特
売
等
を
行
な
っ
て
き
た
が
、
こ
の
時
期
政
府
が

新
た
に
打
ち
だ
し
た
の
は
、
一
方
で
国
有
林
野
上
の
入
会
権
を
全
面
的
に
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
（
六
七
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
（
六
八
○
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

認
し
っ
っ
（
一
九
一
五
年
三
月
十
六
日
の
大
審
院
判
決
）
、
他
方
で
は
従
来
の
地
元
施
設
制
度
を
拡
充
す
る
中
で
、
従
来
有
名
無
実
に
近

い
存
在
で
あ
っ
た
委
託
林
制
度
を
拡
充
実
施
す
る
と
い
う
方
針
で
あ
っ
た
。
こ
の
委
託
林
制
度
は
こ
の
時
期
以
降
、
放
牧
地
等
の
貸

地
、
薪
炭
材
の
払
下
げ
等
と
共
に
、
と
く
に
東
北
地
方
に
関
係
深
い
も
の
と
し
て
展
開
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
地
元
対
策
の
ね
ら
い

と
す
る
と
こ
ろ
は
、
一
方
で
は
農
業
危
機
顕
在
化
の
一
環
と
し
て
東
北
地
方
を
中
心
に
盛
り
上
が
っ
て
き
た
国
有
林
野
解
放
運
動
に
１

対
し
て
一
定
の
対
応
措
置
を
と
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
明
治
期
を
通
じ
て
基
本
的
に
確
立
さ
れ
た
国
家
的
土
地
所
有
と
森
林
の
保
護
管

理
制
度
の
基
礎
を
安
泰
な
ら
し
め
る
と
共
に
、
他
方
で
は
全
般
的
危
機
の
下
、
特
別
経
営
事
業
終
了
後
の
き
び
し
い
経
営
環
境
の
中

で
、
日
本
独
占
資
本
主
義
の
た
め
の
木
材
の
保
続
的
生
産
を
一
層
「
合
理
的
」
に
推
進
す
べ
く
、
そ
の
経
営
的
諾
条
件
を
整
備
す
る

こ
と
に
お
か
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
一
九
二
〇
年
の
「
委
託
林
設
定
ノ
方
針
」
は
、
そ
の
国
有
林
経
営
上
の
意
義
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
す
な
わ
ち
「
其
ノ
後
下
戻
及
整

理
処
分
ノ
進
捗
ト
共
二
残
存
ス
ル
存
置
林
野
二
関
ス
ル
各
種
事
業
ノ
拡
張
、
利
用
方
法
ノ
進
度
等
二
伴
ヒ
官
民
共
同
ヲ
以
テ
周
到
ナ

ル
保
護
二
努
ム
ル
ノ
要
ア
ル
林
野
漸
次
増
加
シ
タ
ル
ト
地
元
民
ノ
林
野
二
対
ス
ル
従
来
ノ
関
係
等
二
鑑
ミ
其
ノ
生
活
上
相
当
便
益
ヲ

与
フ
ル
等
国
有
林
ノ
管
理
経
営
上
特
策
ト
認
メ
ラ
ル
ル
場
合
モ
紗
カ
ラ
サ
ル
」
（
大
正
九
年
十
二
月
十
五
目
．
林
第
三
五
八
四
号
、
山
林
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

長
か
ら
大
林
区
署
長
へ
の
「
内
牒
」
）
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
新
た
な
地
元
施
設
制
度
の
積
極
的
な
拡
充
策
を
、
国
有
林
事
業
推
進
の
た

め
の
本
格
的
な
地
元
農
民
対
策
１
１
労
働
力
対
策
と
し
て
実
施
し
て
い
く
ね
ら
い
を
も
っ
て
い
た
。

　
「
委
託
林
設
定
ノ
方
針
」
は
、
　
「
該
当
ス
ル
林
野
」
、
「
設
定
■
区
域
」
、
「
譲
与
ス
ヘ
キ
産
物
」
、
「
受
託
者
ノ
義
務
」
等
、
九
項
目

の
観
定
か
ら
な
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
新
た
な
意
義
を
も
っ
て
登
場
し
た
規
定
は
っ
ぎ
の
三
点
で
あ
っ
た
。
そ
の
第
一
は
、
　
「
委
託

林
設
定
二
附
帯
シ
テ
委
託
林
以
外
ノ
国
有
林
ノ
火
災
ノ
予
防
其
他
ノ
保
護
二
注
意
ス
ル
コ
ト
、
官
行
事
業
ノ
人
夫
出
役
二
応
ス
ル
コ



ト
等
ヲ
約
束
セ
シ
ム
ル
ヲ
妨
ヶ
ス
」
（
圏
点
　
　
筆
者
）
で
あ
り
、
第
二
は
　
委
託
林
に
「
該
当
ス
ル
林
野
」
が
「
国
有
林
野
多
ク
公

私
有
林
野
少
キ
地
方
二
於
テ
従
来
国
有
林
野
二
林
産
物
ヲ
仰
ク
慣
行
ナ
リ
シ
地
元
ノ
林
野
ニ
シ
テ
地
元
ト
密
接
ノ
関
係
ヲ
有
ス
ル
モ

ノ
」
だ
げ
で
な
く
、
　
「
前
号
ノ
外
国
有
林
野
ノ
保
護
上
特
二
必
要
ナ
ル
モ
ノ
」
に
も
積
極
的
に
拡
大
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

第
三
は
、
委
託
林
設
定
の
範
囲
が
、
従
来
の
国
有
林
野
法
お
よ
び
国
有
林
野
委
託
規
則
に
お
げ
る
「
市
町
村
又
ハ
市
町
村
内
ノ
一
部
」

と
い
う
規
定
よ
り
も
明
確
化
さ
れ
、
　
「
受
託
者
タ
ル
市
町
村
ノ
一
部
ト
ハ
部
落
又
ハ
之
レ
ニ
準
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
規
定
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
観
定
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
第
一
は
、
特
別
経
営
事
業
に
よ
る
一
定
の
成
果
の
上
に
立
っ
て
「
国
が
い
っ
そ
う
大
規
模
か

っ
積
極
的
に
造
林
経
営
に
の
り
だ
す
に
あ
た
っ
て
、
火
災
の
予
防
、
盗
伐
防
止
と
い
っ
た
農
民
の
消
極
的
協
力
を
も
と
め
る
に
と
ど

ま
ら
ず
、
－
…
・
造
林
労
働
に
た
い
す
る
農
民
の
無
償
な
い
し
低
賃
金
の
地
元
労
働
力
の
提
供
と
い
う
積
極
的
協
力
を
ね
ら
い
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
」
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
低
賃
金
労
働
力
の
創
出
・
組
織
化
政
策
を
、
よ
り
広
範
な
、
国
有
林
経
営

が
必
要
と
す
る
す
べ
て
の
地
域
に
お
い
て
、
従
来
の
森
林
保
護
組
合
、
薪
炭
材
払
下
組
合
や
新
た
に
創
出
さ
れ
る
べ
き
委
託
林
関
係

組
合
な
ど
諾
々
の
部
落
組
合
の
拡
充
・
強
化
を
通
じ
て
、
っ
ま
り
旧
来
の
部
落
秩
序
と
共
同
体
的
規
制
の
再
編
成
を
積
粁
と
し
て
強

力
に
推
進
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
こ
こ
に
第
二
、
策
三
の
挽
定
の
意
義
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
委
託
林
制
度
を
基
軸
と
す
る
国
有
林
経
営
の
地
元
施
設
の
拡
充
策
は
、
従
来
の
国
有
林
経
営
と
地
元
農
民
と
の
産
物
払
下
げ
を
め

ぐ
る
「
恩
恵
と
義
務
」
の
関
係
に
、
新
た
に
官
行
事
業
へ
の
「
出
役
」
義
務
を
加
え
、
国
有
林
の
地
元
施
設
の
た
め
の
組
織
す
な
わ

ち
部
落
組
合
を
、
従
来
の
よ
う
に
た
ん
に
国
有
林
野
の
消
極
的
な
保
護
・
管
理
の
た
め
の
末
端
組
織
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
新
た
な

造
林
事
業
遂
行
の
た
め
の
積
極
的
な
労
働
力
調
達
組
織
と
し
て
再
編
・
拡
充
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
期
こ
の
よ

　
　
　
国
有
林
に
お
げ
る
労
働
組
織
の
形
成
と
展
開
嘗
（
奥
地
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
（
六
八
一
Ｖ



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○
（
六
八
二
）

う
な
地
主
的
労
働
力
政
策
が
登
場
し
て
き
た
直
接
的
な
契
機
と
し
て
は
、
国
有
林
の
経
営
的
観
点
か
ら
す
る
か
ぎ
り
、
っ
ぎ
の
三
点

で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
第
一
は
、
大
戦
末
期
か
ら
激
増
し
つ
っ
あ
っ
た
労
働
争
議
、
小
作
争
議
等
の
山
村
へ
の
、
国
有
林

労
働
者
へ
の
直
接
的
な
波
及
の
お
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
　
「
近
時
杜
会
間
題
、
労
働
間
題
が
目
に
月
に
喧
し
く
な
り
っ
二
あ
る
…
…
誰
が

見
て
も
相
当
の
行
動
で
あ
る
な
ら
ぱ
ま
だ
し
も
で
あ
る
が
現
在
世
間
に
起
り
っ
上
あ
る
労
働
間
題
は
極
め
て
悪
化
せ
ら
れ
っ
上
あ
る

傾
向
が
見
へ
る
労
働
を
貴
ぶ
べ
き
林
区
界
に
取
り
て
其
使
役
者
中
万
一
之
れ
に
感
染
す
る
が
如
き
事
あ
り
て
は
淘
に
由
々
し
き
一
大

（
６
）

事
」
で
あ
っ
た
。
第
二
は
、
大
戦
中
か
ら
目
立
っ
て
き
た
山
村
農
民
の
都
市
流
出
等
に
よ
る
国
有
林
労
働
カ
の
不
足
化
間
題
で
あ
り
、

「
職
工
人
夫
の
需
要
激
増
し
地
方
農
民
の
此
等
方
面
に
集
中
せ
ら
れ
近
時
地
方
農
民
の
都
会
集
中
の
傾
向
昨
年
秋
期
よ
り
一
層
甚
し

く
な
り
し
結
果
並
今
春
以
降
米
価
騰
貴
の
為
め
農
民
一
層
農
事
周
約
に
行
は
る
二
に
至
り
し
結
果
我
林
業
経
営
上
労
働
者
の
不
足
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

来
し
多
大
の
影
響
を
蒙
る
に
至
」
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
は
、
特
別
経
営
事
業
の
終
期
に
際
し
て
、
国
有
林
事
業
経
費
の

大
部
分
を
占
め
る
労
賃
の
い
ち
じ
る
し
い
騰
貴
が
、
一
っ
の
経
営
間
題
と
な
り
つ
っ
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
　
「
戦
後
二
於
ケ
ル
財
界

各
種
ノ
事
業
勃
興
ノ
秋
二
遭
遇
シ
、
其
ノ
影
響
ハ
吾
カ
林
業
界
二
於
ケ
ル
諾
般
ノ
業
務
二
波
及
シ
テ
…
…
殊
二
職
員
ノ
動
揺
労
働
者

ノ
払
底
、
賃
金
ノ
昂
騰
、
物
価
ノ
変
調
等
ハ
其
ノ
極
度
二
達
シ
タ
ル
ニ
拘
ラ
ズ
、
諸
般
ノ
経
費
ハ
之
二
伴
ハ
ズ
然
カ
モ
事
業
ハ
之
ガ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

タ
メ
ニ
縮
少
ヲ
許
サ
ズ
」
、
ま
た
、
「
造
林
事
業
予
算
は
従
来
物
価
騰
貴
労
銀
昂
上
の
為
め
少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を
被
る
に
至
り
大
正

七
年
度
以
降
年
々
多
少
の
増
額
を
得
て
実
行
し
来
り
た
る
も
其
の
増
額
は
物
価
労
銀
の
騰
貴
に
比
し
寡
少
な
り
し
為
め
漸
次
繰
延
事

業
の
量
を
増
加
し
来
り
…
…
此
儘
栓
移
せ
ん
か
年
々
繰
延
事
業
量
を
増
加
し
遂
に
は
森
林
経
営
の
基
礎
た
る
植
伐
の
均
衡
は
破
壊
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

ら
れ
既
植
地
又
救
ふ
べ
か
ら
ざ
る
の
状
態
に
陥
る
や
明
か
な
」
状
態
に
直
面
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
第
一
次
大
戦
末
期
、
国
有
林
特
別
経
営
事
業
の
終
期
か
ら
明
確
化
す
る
地
元
施
設
制
度
の
拡
充
策
　
　
地
主
的
労
働
力



政
策
は
、
享
第
一
旨
本
資
本
主
義
の
全
般
的
危
機
の
開
始
の
下
、
明
治
末
か
ら
の
明
林
野
解
放
運
動
の
新
た
な
山
。
同
揚
、
さ
ら

に
は
大
戦
末
期
か
ら
の
米
騒
動
を
画
期
と
す
る
半
封
建
的
地
主
制
の
危
機
－
「
農
業
危
機
一
の
開
始
に
対
す
る
寿
策
と
し
て
登
場

し
・
第
二
畠
家
的
土
地
所
有
お
よ
び
国
有
林
の
末
端
経
営
・
管
理
機
構
の
最
終
的
姿
定
化
と
、
特
別
経
営
嚢
終
了
後
の
き
び

し
い
経
営
環
境
に
対
応
し
た
新
た
な
低
賃
金
労
働
力
の
調
達
・
組
織
化
と
を
ね
ら
い
と
し
て
、
以
降
実
讐
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
　
の
　
秋
田
大
林
区
署
管
内
に
お
げ
る
労
働
力
政
策
の
実
施
過
程

　
－
　
委
託
林
実
施
の
指
導
方
針

委
託
林
制
度
の
拡
充
実
施
を
基
軸
と
す
る
零
林
野
地
元
対
策
の
転
回
、
す
な
わ
ち
新
た
な
地
主
的
労
働
力
政
策
の
実
施
は
、
当

然
の
こ
差
が
ら
全
国
大
林
区
一
青
森
・
秋
田
・
東
京
・
大
阪
・
高
知
・
熊
本
．
鹿
児
島
一
の
中
で
も
東
北
地
方
一
秋
田
．
青
森
大
林
区
、

府
県
で
は
秋
田
．
山
形
・
お
よ
び
青
森
・
岩
手
・
宮
城
の
五
県
）
を
中
心
に
ー
、
第
一
次
大
戦
末
期
か
ら
昭
和
期
初
頭
に
か
げ
て
展
開
さ
れ

た
。　

こ
の
政
策
の
実
施
過
程
は
国
有
林
野
地
元
山
村
で
は
、
慣
行
特
売
を
主
軸
と
す
る
従
来
の
地
元
部
落
秩
序
、
あ
る
い
は
部
落
組
合

を
造
林
事
業
「
出
役
」
組
織
へ
と
編
成
、
あ
る
い
は
再
編
成
す
る
過
程
と
し
て
、
さ
ら
に
は
、
こ
れ
ら
を
基
盤
と
し
つ
つ
新
た
な
委

託
林
関
係
組
合
・
す
な
わ
畠
有
林
野
産
物
の
「
譲
与
一
－
造
林
事
業
「
出
役
一
組
織
と
し
て
の
新
た
な
部
落
組
合
を
創
設
す
る
過

程
と
し
て
展
開
さ
れ
．
た
が
、
そ
れ
で
は
こ
れ
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
針
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
推
進
さ
れ
た
の
か
、
こ
の
点
を

秋
田
管
内
に
つ
い
て
、
ま
ず
そ
の
”
指
導
方
針
”
か
ら
み
て
み
よ
う
。

　
当
時
の
岡
田
秋
田
大
林
区
署
長
は
一
九
二
四
年
九
月
、
部
落
組
合
の
郡
連
合
会
総
会
（
最
上
郡
山
林
組
合
連
合
会
第
三
回
総
会
）
の
席

上
で
、
委
託
林
の
意
義
を
説
明
し
て
っ
ぎ
の
よ
う
に
講
演
し
て
い
る
。

　
　
　
　
国
有
林
に
お
げ
る
労
働
組
織
の
形
成
と
展
開
嘗
（
奥
地
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
（
六
八
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
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四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
（
六
八
四
）

　
ま
ず
、
　
「
委
託
林
の
目
的
た
る
眼
目
は
公
私
有
林
が
濫
伐
濫
採
の
結
果
町
村
部
落
に
於
て
目
常
の
燃
料
た
る
薪
炭
材
に
窮
乏
を
来
た
し
生
活
上

一
大
脅
威
を
蒙
り
っ
っ
あ
る
地
方
に
対
し
国
有
林
野
の
一
部
を
割
愛
し
て
国
民
生
活
の
苦
痛
を
救
済
せ
ん
と
す
る
主
旨
に
出
で
た
の
で
あ
り
ま
す
・

又
全
国
に
於
て
も
何
れ
の
地
方
よ
り
設
定
す
る
か
と
云
ふ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
先
以
て
東
北
地
方
に
設
定
し
漸
次
関
西
地
方
に
及
ぽ

す
様
に
決
定
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
之
は
東
北
地
方
は
青
森
大
林
区
署
管
内
で
も
秋
田
大
林
区
署
管
内
で
も
国
有
林
野
の
面
積
は
非
常
に
多
い
が

其
割
合
に
二
般
民
有
林
が
少
な
い
為
め
に
町
村
部
落
民
が
公
私
有
林
野
よ
り
自
家
用
燃
料
を
穫
る
こ
と
充
分
な
ら
ざ
る
に
起
因
し
て
居
る
の
で
あ

り
ま
す
。
」

　
そ
こ
で
、
　
「
委
託
林
設
定
の
結
果
と
し
て
国
有
林
野
の
産
物
を
無
償
で
譲
与
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
一
体
国
家
の
財
産
は
原
則
と
し
て
有
償

即
ち
物
の
対
照
物
た
る
代
価
を
取
ら
ね
ぱ
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
黍
許
桁
－
尉
グ
砕
杵
杵
臥
を
休
か
一
静
か
無
愉
ｐ
ズ
静
浄
レ
年
～
か
ピ
示

ふ
事
は
畢
寛
薪
炭
材
に
１
窮
乏
し
て
目
常
生
活
を
脅
か
さ
れ
っ
二
あ
る
場
合
に
其
一
部
匁
り
と
も
補
給
し
て
之
を
救
済
せ
ん
と
す
る
砕
恭
か
太
か
か

同
情
に
よ
る
恩
恵
で
あ
り
国
家
仁
政
の
一
部
で
あ
る
と
私
は
信
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
」

　
し
か
る
に
、
　
「
義
務
の
方
面
は
委
託
林
観
則
第
四
条
に
よ
る
火
災
の
予
防
及
消
防
、
盗
伐
誤
伐
、
冒
認
、
侵
墾
其
他
の
加
害
行
為
の
予
防
及
防

止
、
境
界
標
其
他
標
識
の
保
存
、
稚
樹
の
保
育
等
で
あ
り
ま
す
、
尚
此
外
に
保
護
区
域
を
定
め
ま
し
て
以
上
の
如
き
保
護
を
為
す
と
共
に
枠
与
昏

金
を
支
抵
ふ
て
造
林
地
の
手
入
、
刈
払
に
出
役
し
て
貰
ふ
様
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
、
故
に
町
村
部
落
が
金
を
出
す
こ
と
の
義
務
は
只
監
守
人
を
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
１
）

く
こ
と
で
此
外
に
は
積
極
的
に
金
を
負
担
す
べ
き
義
務
は
少
し
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
」
（
圏
点
は
筆
者
、
以
下
同
様
）

　
委
託
林
制
度
に
つ
い
て
の
右
の
よ
う
な
一
般
的
方
針
に
立
ち
つ
つ
同
大
林
区
署
長
は
、
造
林
労
働
力
と
し
て
の
「
出
役
」
の
間
題

に
つ
い
て
は
、
一
九
二
一
年
五
月
、
管
内
森
林
労
働
・
保
護
組
合
の
組
合
長
を
前
に
し
て
（
秋
田
大
林
区
管
内
森
林
労
働
・
保
護
組
合
長

表
彰
式
の
席
上
）
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
「
説
示
」
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
森
林
事
業
」
の
発
展
が
い
か
に
多
く
の
労
働
力
を
要
す
る

よ
う
に
な
っ
た
か
を
例
示
し
た
後



　
「
故
に
労
力
の
供
給
が
潤
沢
で
円
満
に
行
は
れ
而
か
も
低
廉
に
し
て
能
率
の
昇
る
練
達
の
労
働
者
を
得
る
と
否
と
は
斯
業
の
遂
行
上
極
め
て
重

要
な
る
関
係
を
有
す
る
こ
と
竈
瞭
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
将
来
は
如
何
に
し
て
も
善
良
な
る
労
働
者
を
得
る
事
募
力
差
け
れ
ぱ
奮
な

い
訳
で
あ
る
・
此
関
係
か
ら
し
て
轟
林
行
政
案
体
は
地
元
部
落
の
諒
解
の
下
に
仕
奪
ね
窪
ら
墨
は
明
瞭
な
る
事
実
で
あ
る
。
一
と
こ

ろ
で
、
「
近
年
各
種
の
労
働
賃
金
は
非
常
に
高
騰
し
た
が
、
之
れ
ぶ
“
噌
工
寸
鳩
ベ
ペ
、
．
弍
碓
項
ぷ
博
湾
箏

力
４
い
イ
喋
占
｛
当
適
４
誌
、
一
其
哨
果
地
方
民
の
公
徳
心
に
訴
へ
組
合
等
に
も
無
理
な
御
願
を
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ

事
と
も
な
り
、
犠
牲
に
。
な
っ
て
貰
は
ね
は
た
ら
ぬ
事
も
あ
り
」
云
々

　
し
か
る
に
・
　
「
近
時
杜
会
問
題
・
労
働
間
題
が
目
に
月
に
喧
し
く
な
り
つ
二
あ
る
傾
向
で
あ
る
之
れ
は
多
数
の
労
働
者
を
使
役
し
つ
上
あ
る
林

区
署
に
於
て
も
大
に
考
慮
を
要
す
べ
き
こ
と
息
ふ
幸
に
も
当
署
管
窪
在
り
て
箕
労
働
者
の
性
質
上
未
だ
憂
ふ
べ
き
も
の
が
な
い
様
に
見
受

け
ら
る
二
も
将
来
之
れ
に
１
対
し
頭
を
悩
さ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
事
が
起
ら
ぬ
と
も
限
ら
な
い
誰
が
見
て
も
相
当
の
行
動
で
あ
る
な
ら
ぱ
ま
だ
し
も
で
あ
る

蛮
在
世
間
に
起
り
っ
差
る
労
働
問
題
は
極
め
て
悪
化
苫
れ
っ
差
る
傾
向
が
見
一
る
労
禦
貴
ぶ
べ
き
林
区
界
長
り
て
其
使
役
者
中
万

一
之
れ
に
感
染
す
る
が
如
き
事
あ
り
て
は
程
由
・
し
き
一
大
事
で
あ
る
幸
に
も
当
署
管
内
は
一
般
罠
情
誇
朴
に
し
て
到
る
処
労
働
組
合
一
っ

ま
り
各
種
の
新
し
い
部
落
組
合
　
　
筆
者
注
）
の
設
立
も
あ
り
凡
べ
て
林
区
署
の
仕
事
に
対
し
て
は
好
感
を
有
っ
て
居
る
情
勢
故
左
迄
憂
ふ
べ
き

程
の
事
差
い
が
併
し
処
に
依
り
て
は
油
断
の
出
奮
も
の
も
ポ
る
様
息
ふ
殊
に
彼
の
悪
傾
向
に
し
て
一
且
感
染
す
る
に
至
ら
ぱ
其
の
勢
猛
烈

に
し
て
到
底
之
れ
が
伝
播
を
防
ぐ
こ
と
は
六
か
し
い
故
に
労
働
者
使
役
に
就
て
は
周
密
な
る
考
慮
を
廻
ら
し
労
働
時
問
と
か
又
は
労
働
節
減
と
云

ふ
様
た
事
柄
に
対
し
て
も
充
分
気
を
留
め
て
貰
ひ
た
い
、
そ
れ
か
ら
労
働
者
を
便
役
す
る
に
当
り
労
働
者
の
頭
に
造
林
は
国
民
的
の
大
事
な
業
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

で
あ
る
こ
と
を
篤
く
と
諒
解
せ
し
め
ら
れ
た
い
。
」

か
く
し
て
、
さ
き
の
森
林
労
働
・
保
護
組
合
長
に
対
す
る
「
説
示
」
は
続
け
ら
れ
、
　
「
国
家
奉
仕
の
観
念
」
に
お
よ
ん
で
い
く
。

　
　
「
弦
に
諸
君
に
考
慮
一
番
を
望
む
は
諸
君
而
か
も
多
数
組
合
員
の
努
力
は
決
し
て
役
所
の
み
の
利
益
の
為
め
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
林
政

の
挙
否
は
国
家
の
消
長
に
大
な
る
関
係
を
有
す
る
事
で
其
利
益
を
挙
く
れ
ぱ
限
り
も
な
い
が
国
富
の
増
進
は
擁
て
国
民
の
利
益
な
る
こ
と
は
申
す

　
　
　
国
有
林
に
お
け
る
労
働
組
織
の
形
成
と
展
開
嘗
（
奥
地
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
（
六
八
五
）
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八
四
（
六
八
六
）

ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
、
、
地
方
部
落
の
直
接
の
収
入
で
無
い
と
雄
も
国
家
の
富
を
増
す
は
国
民
の
富
む
事
で
あ
る
、
…
…
地
方
の
民
衆
が

覚
醒
し
た
る
国
家
奉
仕
の
観
念
を
以
て
斯
業
に
従
事
せ
ら
る
二
と
否
と
は
忽
ち
財
政
の
前
途
に
影
響
す
る
次
第
で
あ
る
、
此
の
仕
事
に
従
事
す
る

組
合
員
各
自
の
労
力
は
其
個
人
の
一
生
を
通
し
て
は
一
挙
手
一
投
足
の
労
で
あ
っ
て
過
重
の
負
担
で
は
無
い
、
斯
か
る
労
力
の
結
集
が
集
積
し
て

偉
大
な
る
又
有
力
な
る
国
家
の
財
源
と
な
り
、
自
他
生
存
の
安
寧
を
保
つ
事
が
出
来
る
と
云
ふ
に
至
て
は
発
奮
自
覚
せ
さ
ら
ん
と
す
る
も
得
な
い

事
で
あ
る
、
況
ん
や
是
れ
が
為
め
一
面
に
於
て
直
接
各
人
の
利
益
と
な
り
生
活
上
の
保
障
と
な
り
、
薪
炭
等
日
用
品
の
供
給
を
無
限
に
仰
く
こ
と

上
な
る
訳
で
あ
る
、
如
斯
観
じ
来
れ
ぱ
国
有
林
の
事
業
に
携
は
る
こ
と
は
必
ず
し
も
他
人
の
為
め
の
み
に
あ
ら
ず
し
て
全
く
自
他
生
存
の
必
要
上

欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
悠
久
に
其
関
係
が
絶
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
謂
へ
る
。
」

　
「
又
国
家
と
し
て
も
是
れ
が
経
営
に
付
て
似
一
般
民
生
の
為
め
に
幾
多
の
犠
牲
を
払
ふ
て
屠
る
、
要
言
昔
ぱ
施
業
計
画
に
於
て
国
家
の
利
益
の

観
念
を
没
却
し
て
地
方
民
の
為
め
に
其
利
益
を
計
る
事
が
多
い
、
即
ち
杉
、
ヒ
ノ
キ
の
如
き
針
葉
樹
を
植
栽
す
る
こ
と
は
寧
ろ
利
益
で
あ
る
に
関

は
ら
ず
、
其
地
元
民
の
為
め
薪
炭
材
を
供
給
せ
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
処
は
針
葉
樹
を
見
合
は
せ
薪
炭
林
を
造
成
す
る
と
云
ふ
計
画
の
如
き
は
其
一
例

で
あ
る
、
、
之
れ
は
所
謂
国
家
の
大
な
る
慈
悲
心
よ
り
出
っ
る
同
情
の
涙
で
あ
る
と
云
ふ
事
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
、
此
等
の
理
義
を
充
分

考
慮
せ
ば
何
事
を
措
い
て
も
国
有
林
の
事
業
に
尽
す
と
云
ふ
観
念
が
生
ず
る
訳
で
あ
る
、
一
…
…
国
有
林
の
存
続
す
る
隈
り
国
有
林
の
事
業
は
悠
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

無
限
で
あ
る
、
従
て
部
落
と
の
関
係
も
亦
永
久
不
変
の
も
の
で
あ
る
。
」

　
２
　
前
提
－
部
落
組
合
の
組
織
化

　
秋
田
大
林
区
署
管
内
に
お
げ
る
新
た
た
地
元
対
策
１
１
地
主
的
労
働
力
政
策
は
、
右
の
よ
う
な
”
指
導
方
針
”
の
下
に
、
、
全
国
に
さ

き
が
げ
て
、
ま
た
、
委
託
林
制
度
の
本
格
的
な
実
施
（
一
九
二
一
二
年
）
に
先
立
っ
て
、
大
戦
末
期
の
一
九
一
七
－
一
八
年
か
ら
実
施
さ

れ
た
。
い
ま
「
森
林
労
働
組
合
」
の
設
立
数
（
大
林
区
署
に
ょ
つ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
も
の
の
み
）
の
推
移
を
み
る
と
、
一
九
ニ
ハ
年
以

前
に
設
立
さ
れ
た
組
合
は
六
一
（
う
ち
秋
里
三
、
山
形
三
〇
）
で
あ
っ
た
が
、
　
一
七
年
に
は
七
組
合
が
、
　
一
八
年
に
は
三
七
組
合
が



設
立
さ
れ
・
犬
戦
直
後
の
一
九
年
に
は
設
立
組
合
数
は
年
問
実
に
一
〇
四
と
明
治
期
以
来
の
ピ
ー
ク
を
捗
成
し
、
翌
二
〇
年
に
も
さ

ら
に
約
五
〇
組
合
を
新
設
し
て
い
る
（
二
一
年
五
月
現
在
で
組
合
数
は
秋
田
一
二
二
、
山
形
一
四
七
、
総
数
二
六
〇
、
組
合
員
数
は
一
万
六
、

一
八
一
名
）
。

　
こ
の
「
森
林
労
働
組
合
」
の
概
況
を
二
〇
年
初
頭
で
み
て
み
る
と
（
第
七
表
）
、
組
合
数
は
二
一
〇
（
う
ち
秋
田
八
四
、
山
形
一
二
六
）
、

そ
の
う
ち
「
労
働
ヲ
主
眼
ト
ス
ル
モ
ノ
」
が
八
二
（
組
倉
貝
数
六
、
〇
九
二
人
）
、
「
保
護
製
炭
組
合
等
二
併
存
ス
ル
モ
ノ
」
が
一
二
八

（
組
合
員
数
六
・
三
四
八
人
）
と
な
っ
て
お
り
、
　
「
労
働
ヲ
主
眼
ト
ス
ル
モ
ノ
」
は
組
合
数
で
も
す
で
に
全
体
の
四
割
に
の
ほ
っ
て
い

る
・
．
そ
し
て
・
そ
の
設
立
年
次
を
小
林
区
署
別
に
１
み
て
み
る
と
、
　
「
保
護
製
炭
組
合
等
二
併
存
ス
ル
モ
ノ
」
が
一
六
年
以
前
に
・
設
立

さ
れ
た
も
の
が
多
い
の
に
対
し
て
、
　
「
労
働
ヲ
主
眼
ト
ス
ル
モ
ノ
」
は
一
七
年
以
降
に
設
立
さ
れ
た
も
の
が
多
い
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。
つ
ぎ
に
、
組
合
員
の
資
格
を
み
る
と
、
「
部
落
民
」
と
す
る
組
合
が
一
七
五
、
「
出
役
可
能
ノ
男
子
」
と
す
る
も
の
が
二
九
、

「
杣
夫
及
加
勢
夫
」
と
す
る
も
の
が
二
な
ど
で
あ
り
、
　
「
森
林
労
働
組
合
」
が
ほ
ぽ
完
全
に
造
林
労
働
の
た
め
の
「
出
役
」
組
合
で

あ
り
、
ま
た
部
落
の
農
家
全
体
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
国
有
林
の
新
た
な
地
元
対
策
は
、
こ
う
し
て
ま
ず
従
来
の
地
元
施
設
制
度
（
薪
炭
材
の
慣
行
特
売
が
中
心
）
を
積
粁
と
し
て
、
従
来

の
地
元
部
落
秩
序
１
１
共
同
体
的
林
野
利
用
組
織
、
あ
る
い
は
部
落
組
合
（
国
有
林
野
保
護
組
合
）
を
造
林
労
働
組
織
と
し
て
の
都
落
組

合
に
広
範
に
１
編
成
あ
る
い
は
再
編
成
し
て
い
く
移
で
実
施
さ
れ
た
が
、
そ
れ
と
共
に
こ
れ
ら
単
位
組
合
を
”
統
轄
指
導
す
べ
き
中
軸

機
関
〃
と
し
て
郡
単
位
の
連
合
会
の
組
織
化
に
も
着
手
し
て
い
つ
た
。
こ
の
連
合
省
の
発
会
は
一
九
年
一
二
月
の
山
形
県
北
村
山
郡

山
林
組
合
連
合
会
（
楯
岡
小
林
区
署
管
内
　
　
三
六
組
合
・
四
、
二
五
九
人
）
を
最
初
と
し
、
　
二
一
年
一
〇
月
の
村
山
山
林
保
護
組
合
連

合
会
（
同
県
南
村
山
・
東
村
山
郡
、
山
形
小
林
区
署
管
内
　
　
四
三
組
合
・
三
、
五
四
四
人
）
、
二
二
年
九
月
の
最
上
郡
山
林
組
合
連
合
会

　
　
　
　
国
有
林
に
お
け
る
労
働
組
織
の
彩
成
と
展
開
嘗
（
奥
地
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
（
六
八
七
）
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～

Ｈ
ｋ
冨

ｏ
◎
亀

違
ｏ
０

０
０
０
０

０
０
０
０
０

ｏ
◎
ｏ

Ｈ
旨

ざ
ｃ
ｏ

８

Ｈ
し
Ｏ
Ｏ
＠

“
亀
ｏ
．

ｃ
ｏ
』
ミ

Ｈ
畠

婁
・
一

溝
巾

加
＼
域
溝

喪聯用
１１０１旨

ｏ
◎ｌｏｏｌｌｌｌ

ｏ
ｏ
ｏ
ｏ

ｌ竃

ｏ
ｏ
心

心

ｉ 毘
蝸

滝
“昌諾＼

ｏ
◎ト

ｃ
ｏ閉崖

回地時“
心Ｎ

五

土
首
粋粋津旨聰

い

１
庸功丑

Ｈ
ｏ
ｏ

ＮＨ
ト
ｏ

上
五

卑
岩トｏＨ旨ｏ

ｏ
ｏ
０

Ｈ
◎

ｏ
Ｏ
ｏｍ崖Ｎ

０
ｏ
ｏ
ｏ

Ｎ害

ｏ
０
Ｎ

Ｎ立

贈
　
時

舟
　
涛

汁
胆

目
雪

出
．

舟い
ｏ

Ｈ～Ｎｏ

ｏ
ｏ
◎

且 汁
舟吊メ～十

ｏ
ｏ心岬いべ

ｏ
ｏ

ｏ
ｏ閉

ｏ
ｏいト

汁用＞舟
心心

ｏ
ｏｌ

ｏ
◎ＮＨＨＨｌ１ＩＩ

ｏ
ｏ１害

Ｎ
◎
◎

Ｎ

礒茸廿
おＮＨＮ

卑
旨トｏＨ旨

ｃ
◎

ｏ
０

Ｈ
◎

ｏ
ｏ
ｏ閉

Ｈ
仁

Ｎ

０
ｏ
ｏ
ｏ

Ｎ害

ｏ
ｏ
Ｎ

Ｎ

圭
豪
五
婁

亘
『
茸
塒
ル
錯
』
（
お
８
舟
ト
泣
）
片
◎
。

§
　
囲
畔
ｅ
嘉
拙
一
－
・
材
糊
・
、
汁
Ｈ
＞
肯
十
－
辻
誹
匝
蝿
畔
＼
錨
昨
１
１
牟
麹
塒
★
ミ
｛
＼
斗
ｏ

　
　
　
い
・
如
ロ
ヨ
畔
＼
静
－
昨
、
、
一
葦
汁
津
旨
蝉
汁
…
一
〇
毘
ミ
茜
蕩
～
ミ
峠
墜
昧
＼
｝
薗
．
昨
斗
ｏ

　
　
　
川
一
如
口
鴎
↓
逗
車
＼
｛
＼
、
、
弊
マ
｛
囲
卦
茸
畢
肖
＼
萬
聯
“
淳
斗
商
譲
、
～
ミ
｛
＼
い
、
、
－
膏
茸
“
逗
｝
－
静
巾
刈
毘
、
～
ミ
｛
＼
蕪
、

§
汁
Ｈ
。
。
肯
贈
時
ｅ
菌
吟
灘
－
ｏ
蜆
ｅ
丑
亘
汁
ｏ
舟
菖
潮
贈
Ｋ
ｅ
商
巾
－
（
諌
国
蝸
蹄
｝
）
鮒
吟
貸



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

（
秋
田
県
最
上
郡
、
新
庄
・
舟
形
小
林
区
署
管
内
　
　
二
ニ
ハ
組
合
・
六
、
六
六
九
人
）
と
っ
づ
い
た
が
、
こ
の
郡
長
を
会
長
に
い
た
だ
き
、

小
林
区
署
長
を
副
会
長
と
し
、
警
察
署
長
・
首
席
郡
書
記
・
国
有
林
関
係
各
町
村
長
等
を
顧
間
と
す
る
”
統
轄
指
導
〃
機
関
が
具
体

的
に
何
を
め
ざ
し
た
か
は
、
そ
の
「
優
良
組
合
の
表
彰
」
内
容
や
、
連
合
会
結
成
の
「
効
果
」
に
関
す
る
大
林
区
署
長
か
ら
山
林
局

長
へ
の
報
告
内
容
等
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
い
ま
、
そ
の
二
、
三
の
事
例
を
掲
げ
れ
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
三
内
森
林
労
働
組
合
（
秋
田
小
林
区
署
管
内
・
一
九
一
七
年
二
一
月
設
立
．
組
合
員
二
茜
名
）

　
功
績
　
岩
見
三
内
村
地
方
は
古
来
人
心
険
悪
に
し
て
往
年
国
有
林
内
に
於
け
る
盗
伐
の
激
甚
地
た
り
し
も
本
組
合
設
立
以
来
国
有
林
の
保
護
愛

撫
に
努
力
し
た
る
結
果
盗
伐
及
野
火
被
害
共
絶
無
に
至
れ
り
又
欧
州
戦
乱
の
影
響
を
受
け
林
業
労
働
者
に
ー
困
難
を
感
じ
た
り
し
に
本
組
合
は
組
合

長
の
甚
大
な
る
斡
旋
努
力
に
依
り
出
役
に
応
じ
円
満
に
事
業
を
遂
行
す
る
を
得
た
り
。

　
榑
石
山
林
保
護
組
合
（
楯
岡
小
林
区
署
管
内
・
一
九
一
八
年
二
万
設
立
．
組
合
員
九
五
名
）

　
功
績
　
大
字
榑
石
国
有
林
は
古
来
盗
伐
盛
に
行
は
れ
た
る
結
果
売
廃
其
の
極
に
達
し
（
中
略
）
又
大
正
九
年
地
元
国
有
林
に
野
火
突
発
す
る
や

組
合
員
を
招
集
し
て
必
死
消
火
に
従
事
せ
し
為
大
事
に
至
ら
ず
し
て
消
火
せ
し
め
た
り
。
其
の
他
小
林
区
署
実
行
に
係
る
土
木
事
業
に
際
し
て
賃

金
騰
貴
人
夫
払
底
の
場
合
に
不
拘
比
較
的
低
廉
に
１
人
夫
を
供
給
し
て
事
業
実
行
上
支
障
な
か
ら
し
め
た
り
。

　
鶴
巻
田
山
林
保
護
組
合
，
（
楯
岡
小
林
区
署
管
内
・
一
九
一
九
年
一
月
設
立
．
組
合
員
一
五
二
名
）

　
功
績
　
玉
野
村
地
方
は
古
来
一
般
に
民
風
荒
頽
し
国
有
林
亦
到
る
処
盗
伐
の
厄
に
－
遭
ひ
、
又
村
民
と
の
意
思
疎
通
を
欠
き
国
有
林
の
保
護
経
営

意
の
如
く
な
ら
ざ
り
し
時
に
当
り
現
組
合
長
は
深
く
之
を
憂
慮
し
て
本
組
合
を
組
織
し
国
有
林
の
経
営
は
地
元
の
将
来
に
重
大
な
る
影
響
を
及
ぼ

す
に
至
る
べ
き
を
力
説
し
併
せ
て
積
年
の
弊
風
打
破
に
努
力
し
た
る
結
果
民
風
著
し
く
改
善
せ
ら
れ
今
や
国
有
林
を
侵
す
者
な
き
に
至
れ
る
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

な
ら
す
林
区
署
事
業
実
行
に
当
り
て
は
各
共
の
稼
業
を
差
繰
り
て
出
役
し
何
等
支
障
な
か
ら
し
め
た
り
。

　
　
　
同
有
林
に
お
げ
る
労
働
組
織
の
形
成
と
展
開
嘗
（
奥
地
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
（
六
八
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
（
六
九
〇
）

　
　
秋
田
大
林
区
署
管
内
保
護
組
合
連
合
会
総
会
概
況
（
一
九
二
三
年
一
二
月
秋
田
大
林
区
署
長
よ
り
山
林
局
長
宛
報
告
）

　
一
、
組
合
設
立
以
来
山
移
県
内
多
年
の
弊
風
た
る
盗
伐
の
如
き
逐
年
著
し
く
滅
少
す
る
に
至
り
た
る
こ
と

　
二
、
国
有
林
内
無
願
開
墾
植
樹
の
如
き
積
年
の
因
襲
も
殆
ん
ど
其
の
跡
を
断
っ
に
至
り
た
る
こ
と

　
三
、
近
時
国
有
林
行
政
の
趣
旨
を
理
解
し
た
る
結
果
国
有
林
各
種
事
業
に
対
し
て
は
自
家
農
繁
の
季
節
と
難
も
其
の
利
害
を
顧
み
ず
各
組
合
相
競

　
　
ふ
て
出
役
の
要
求
に
応
じ
事
業
の
遂
行
と
経
費
の
節
約
上
大
な
る
効
果
を
賛
ら
し
た
る
こ
と

　
四
、
各
組
合
に
於
て
は
組
合
の
事
業
と
し
て
木
炭
改
良
、
造
林
育
成
、
中
林
作
業
等
各
種
の
品
評
会
を
開
催
し
以
て
地
方
産
業
の
助
長
に
貢
献
し

　
　
　
　
　
（
１
７
）

　
　
た
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

　
こ
う
し
て
秋
田
管
内
で
三
〇
〇
を
は
る
か
に
こ
え
て
組
織
さ
れ
た
新
た
な
部
落
組
合
、
す
な
わ
ち
森
林
労
働
保
護
組
合
の
性
格
は
、

ま
ず
第
一
に
旧
来
の
入
会
慣
行
に
も
と
づ
く
既
存
の
薪
炭
材
慣
行
特
売
制
度
を
主
要
な
積
杵
と
し
て
、
国
有
林
経
営
当
局
に
よ
っ
て

上
か
ら
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
に
は
盗
伐
や
無
願
開
墾
・
慢
植
、
火
災
の
防
止
の
よ
う
な
消
極
的
な
保
護
義
務
を
厳
守
す

る
こ
と
は
勿
論
、
そ
れ
と
共
に
造
林
事
業
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の
事
業
に
、
国
有
林
経
営
の
必
要
に
応
じ
て
積
極
的
に
「
出
役
」

す
る
「
義
務
」
を
負
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
三
に
は
、
国
有
林
野
産
物
払
下
げ
と
い
う
在
来
の
「
恩
恵
」
を
積
粁
に
新
た
に

強
化
さ
れ
た
「
義
務
」
を
、
郡
役
所
・
小
林
区
署
・
警
察
署
・
町
村
役
場
の
監
視
の
下
に
組
合
の
組
織
を
通
じ
て
、
つ
ま
り
は
部
落

（
な
い
し
大
字
）
の
共
同
体
的
秩
序
１
１
共
同
体
的
規
制
の
上
か
ら
の
再
編
・
強
化
を
通
じ
て
、
全
部
落
農
民
に
貫
徹
さ
せ
よ
う
と
す

る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
、
っ
ぎ
に
掲
げ
る
「
組
合
規
約
」
（
抜
粋
）
に
よ
っ
て
も
明
白
な
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
＊
　
ち
な
み
に
、
部
落
組
合
の
名
称
は
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
。
い
ま
二
一
年
の
「
組
合
長
表
彰
人
名
簿
」
（
『
山
林
彙
報
』
一
九
二
一
年
七
月
）

　
　
に
よ
っ
た
だ
げ
で
も
、
っ
ぎ
の
も
の
が
掲
げ
ら
れ
る
。
森
林
労
働
保
護
組
合
・
労
働
組
合
・
国
有
林
保
護
労
働
組
合
・
労
働
団
・
森
林
労
働
団



　
・
森
林
労
働
組
合
・
保
護
労
働
組
合
・
造
林
労
働
組
合
・
国
有
林
野
保
護
組
合
・
国
有
保
安
林
保
護
組
合
．
愛
林
組
合
．
山
林
保
護
組
合
．
造

　
林
組
合
。
こ
れ
に
１
長
野
（
例
え
ぱ
国
有
造
林
団
体
）
、
九
州
（
国
有
林
保
護
組
合
）
な
ど
他
地
域
の
も
の
を
加
え
れ
ば
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
あ

　
る
ま
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
時
期
秋
田
管
内
を
は
じ
め
と
し
て
新
た
に
形
成
さ
れ
た
部
落
組
合
を
、
そ
の
実
体
に
ー
ふ
さ
わ
し
く
森
林
労
働
保

　
護
組
合
と
総
称
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
）

　
山
林
保
護
組
合
規
約
（
村
山
山
林
保
護
組
合
連
合
会
加
盟
）
　
　
抜
粋

第
三
条
本
組
合
の
目
的
と
す
る
処
左
の
如
し

　
一
、
山
林
の
保
護
造
成
　
二
、
山
道
の
補
修
　
三
、
造
林
の
奨
励
　
四
、
水
源
の
酒
養
　
五
、
国
有
林
事
業
の
受
託
　
六
、
林
産
物
払
下
並
採

　
取
に
関
す
る
件

第
四
条
　
本
組
合
は
　
村
大
字
　
に
於
て
現
に
二
ロ
ダ
を
構
へ
且
っ
本
組
合
規
約
に
賛
同
す
る
も
の
を
以
て
組
織
す

第
八
条
役
員
総
て
名
誉
職
と
す
但
し
役
員
会
決
議
に
依
り
て
手
当
又
は
実
費
を
給
与
す
る
こ
と
を
得

第
九
条
　
本
組
合
員
の
義
務
並
実
行
事
項
左
の
如
し

　
一
、
組
合
員
は
盗
伐
及
無
願
開
墾
並
植
樹
其
の
他
の
不
法
行
為
を
為
さ
二
る
は
勿
論
其
家
族
使
用
人
に
対
し
て
も
責
任
を
以
て
監
督
す
る
こ
と

　
二
、
組
合
員
は
前
項
の
不
法
行
為
あ
る
を
発
見
又
は
聞
知
し
た
る
と
き
は
直
に
組
合
長
又
は
其
他
の
役
員
に
申
告
し
組
合
長
は
直
に
小
林
区
署

　
　
員
又
は
警
察
官
吏
に
報
告
す
る
こ
と

　
三
、
平
素
林
野
の
火
災
に
注
意
し
且
っ
部
落
消
防
に
挽
定
し
置
き
一
且
火
災
あ
る
場
合
は
応
急
防
止
を
為
す
と
共
に
１
之
を
組
合
長
に
報
告
し
組

　
　
合
長
は
即
時
小
林
区
署
員
又
は
警
察
官
吏
に
報
告
す
る
こ
と
又
他
部
落
に
於
け
る
消
防
に
就
て
も
互
に
協
力
応
援
す
る
こ
と
但
し
消
防
に
従

　
　
事
し
た
る
も
の
に
は
組
合
よ
り
相
当
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
あ
る
へ
し

　
四
、
毎
年
払
下
を
受
く
へ
き
国
有
林
産
物
は
払
下
出
願
並
之
に
－
関
す
る
一
切
の
件
を
組
合
長
に
委
任
す
る
も
の
と
す
尚
ほ
副
代
理
の
必
要
あ
る

　
　
場
合
は
同
時
に
委
任
す
る
も
の
と
す

　
　
　
国
有
林
に
お
け
る
労
働
組
織
の
彩
成
と
展
開
嘗
（
奥
地
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
（
六
九
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
（
六
九
二
）

　
五
、
林
産
物
払
下
其
他
に
就
て
林
区
署
と
契
約
し
た
る
事
項
は
組
合
員
に
於
て
確
実
に
励
行
す
る
こ
と

第
十
条
　
左
の
一
に
該
当
す
る
も
の
は
組
合
よ
り
除
名
す
但
し
除
名
処
分
を
為
さ
ん
と
す
る
と
き
は
小
林
区
署
及
警
察
署
に
其
氏
名
を
届
出
る
も

　
の
と
す

　
一
、
組
合
員
に
し
て
森
林
原
野
に
対
し
不
都
合
の
行
為
あ
り
た
る
も
の

　
二
、
産
物
払
下
其
他
に
就
き
林
区
署
と
契
約
し
た
る
事
項
に
違
背
し
た
る
も
の

　
三
、
犯
人
の
犯
罪
を
隠
蔽
し
た
る
も
の

　
四
、
組
合
規
約
に
違
背
し
又
は
役
員
会
の
決
議
に
従
は
ざ
る
も
の

第
十
五
条
　
組
合
の
経
費
は
総
て
組
合
員
の
負
担
と
す

第
十
八
条
　
本
規
約
は
小
林
区
署
長
の
承
認
を
受
げ
町
村
役
場
、
郡
役
所
及
警
察
署
に
報
告
す
る
も
の
と
す
本
規
約
を
改
廃
し
た
る
と
き
亦
同
し
一

第
十
九
条
　
役
員
を
選
挙
し
た
る
と
き
は
小
林
区
署
町
村
役
場
郡
役
所
警
察
署
に
報
告
す
る
も
の
と
す
爾
後
異
動
あ
る
と
き
亦
同
し

右
規
約
を
堅
く
遵
守
す
る
為
め
組
合
員
一
同
葱
に
署
名
捺
印
す

　
　
３
　
委
託
林
制
度
の
実
施
過
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
讐

　
委
託
林
制
度
は
右
に
み
た
よ
う
な
森
林
労
動
保
護
組
合
の
広
範
な
組
織
化
を
前
提
過
程
と
し
て
、
一
九
二
三
年
か
ら
本
格
的
に
実

施
さ
れ
た
。
い
ま
そ
の
過
程
を
第
八
表
で
み
て
み
る
と
、
秋
田
管
内
の
委
託
林
・
委
託
者
数
は
二
二
年
ま
で
の
二
か
ら
二
三
年
に
は

七
八
に
、
さ
ら
に
翌
年
か
ら
著
増
し
て
二
六
年
に
は
二
二
四
（
全
国
総
数
の
五
九
％
）
に
、
二
九
年
に
は
四
八
三
（
同
七
一
％
）
へ
と

増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
お
り
、
ま
た
設
定
面
積
で
も
同
じ
く
二
二
年
の
三
四
七
町
か
ら
二
六
年
の
一
一
・
七
千
町
（
全
国
総
面
積

の
三
一
％
）
に
、
二
九
年
に
は
二
五
．
五
千
町
（
同
五
二
劣
）
へ
と
著
増
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
青
森
管
内
を
合
め
た
東
北
地
方
の
全

国
に
占
め
る
比
重
を
二
九
年
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
委
託
者
数
で
は
全
国
計
の
九
〇
劣
、
委
託
面
積
で
は
同
じ
く
八
五
％
を
占
め
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て
お
り
、
委
託
林
制
度
が
東
北
地
方
、
わ
げ
て
も
秋
田
管
内
（
山
形
・
秋
田
の
両
県
）
に
集
中
し
て
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
　
ホ

　
国
有
林
野
を
め
ぐ
る
そ
の
他
の
地
元
対
策
と
し
て
は
、
東
北
で
は
勿
論
、
薪
炭
材
の
慣
行
特
売
が
圧
倒
的
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、

放
牧
地
や
そ
の
他
の
貸
付
地
と
共
に
全
国
的
に
も
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
が
（
第
九
．
一
〇
表
）
、
　
こ
れ
ら
地
元
施
設
諾
制
度
の

　
　
　
国
有
林
に
お
げ
る
労
働
組
織
の
形
成
と
展
開
嘗
（
奥
地
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
（
六
九
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
四
号
）

中
に
あ
っ
て
こ
の
時
期
の
地
元
施
設
拡
充
策
の
基
軸
を
た
す
も
の
が
、

と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
（
六
九
四
）

こ
こ
に
み
る
委
託
林
制
度
の
画
期
的
な
実
施
策
で
あ
っ
た
こ

＊
　
一
九
一
七
－
一
八
年
に
は
じ
ま
っ
た
森
林
労
動
保
護
組
合
の
画
期
的
な
創
設
過
程
が
何
故
に
委
託
林
制
度
実
施
の
前
提
、
前
史
と
な
っ
た
か

に
っ
い
て
は
、
以
上
の
行
論
か
ら
も
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
ま
一
点
付
言
し
て
お
げ
ぱ
、
そ
れ
は
部
落
組
合
の
拡
充
が
政
策
的

に
も
委
託
林
制
度
実
施
の
た
め
の
”
必
要
条
件
〃
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
委
託
林
設
定
方
針
に
つ
い
て
当
時
の
松
波
林
業
課
長
は
、

　
「
慣
行
的
軽
徴
ノ
所
犯
ト
認
メ
難
キ
盗
伐
其
他
ノ
犯
罪
ニ
シ
テ
近
時
頓
二
起
リ
而
モ
罪
質
重
シ
ト
ス
ベ
キ
地
方
ニ
ア
リ
テ
ハ
徹
底
的
二
之
ヲ
鎮

圧
シ
タ
ル
後
ニ
ァ
ラ
ザ
レ
バ
委
託
林
ノ
設
定
ヲ
ナ
サ
ザ
ル
ヲ
可
ト
ス
」
と
「
解
説
」
し
て
い
る
。
後
に
委
託
林
が
設
定
さ
れ
る
秋
田
管
内
新
庄

小
林
区
署
が
、
該
当
部
落
の

「
委
託
林
設
定
資
料
調
書
」
（
二
一
年
一
〇
月
提
出
）
で
、
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東
北
五
県

一
九
二
六
年
度
の

　
）脇

乱
。
亀

簑
肪剃

謀

　
　
、
ｂ

鰯
蒜

有
丸
２
７

国
－
　
，

一
－
内
ま

年
）
樹

各
（
面

リ
刎
訓

「
本
部
落
ノ
人
気
良
好
ニ
シ
テ
林
区
署
事
業
二
対
シ
テ

　
ハ
組
合
ヲ
組
織
シ
進
ソ
デ
出
役
シ
熱
誠
ヲ
以
テ
事
業

　
二
当
ル
ノ
美
風
ア
リ
尚
近
時
国
有
林
二
対
ス
ル
被
害

全
ク
根
絶
セ
リ
」
　
（
前
掲
『
共
用
林
野
制
度
実
態
調

　
　
）

査
皿
』
一
一
頁
、
五
三
頁
）
と
し
て
い
る
の
も
、
こ

　
　
（

れ
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
委
託
林
制
度
は
す
で
に
拡
充
方
針
の

段
階
で
大
き
く
そ
の
政
策
目
的
を
実
玩
し
た
の
で
あ

り
、
ま
た
、
実
施
後
も
そ
の
現
実
の
施
策
を
は
る
か

に
超
え
る
絶
大
た
効
果
を
生
み
だ
し
た
で
あ
ろ
う
こ

と
が
十
分
に
う
か
が
え
よ
う
。

＊
＊
　
薪
炭
材
の
慣
行
特
売
と
委
託
林
と
で
は
、
二
六

年
の
面
積
で
比
較
し
て
、
東
北
で
は
七
一
・
四
万
町

と
二
・
五
万
町
、
秋
田
管
内
で
も
三
三
・
三
万
町
と

　
一
・
二
万
町
で
委
託
林
の
設
定
面
積
が
圧
倒
的
に
小
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１７０８５２１）００１（９９７０１３）５２（８３８７８１）
Ｆ
０

１（３８９７７２）２２（積面実放開

８７０２８２４）００１（０８４４８５）４１（５７６８７７）８１（０６３７００，１）４２（積面総野林有国
○

り
よ
　
　
　
。

」
。
の

調
の
も

況
も
の

状
た
で

放
い
ま

開
引
年

野
し
２
６

林
差
１
９

有
を
ら

国
積
か

「
面
年

の
複
９
９

）
重
１
８

月
ら
　
，

ｕ
か
は

年
計
野

２
８
合
林

１
９
　
，
置

（
は
存

鱗

〕１｛

）２｛

）３（

国
有
林
に
お
け
る
労
働
組
織
の
形
成
と
展
開
嘗
（
奥
地
）

さ
い
が
、
こ
れ
は
同
制
度
が
国
有
林
野
産
物
の
〃
無

償
譲
与
”
を
原
則
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
い
わ

ぱ
当
然
で
あ
り
、
同
制
度
の
意
義
を
過
小
に
評
価
し

う
る
も
の
で
は
な
い
。

　
委
託
林
が
優
先
的
に
１
設
定
さ
れ
た
の
は
、
　
「
国
有

林
野
多
ク
公
私
有
林
野
少
キ
地
方
二
於
テ
従
来
国
有

林
野
二
林
産
物
ヲ
仰
ク
慣
行
ナ
リ
シ
地
元
」
（
「
委
託

林
設
定
ノ
方
針
」
の
第
一
）
の
中
で
も
、
　
「
地
元
民
ノ

生
活
程
度
低
ク
而
モ
人
気
穏
便
ニ
シ
テ
従
来
国
有
林

二
対
ス
ル
保
護
ノ
関
係
上
一
般
ノ
模
範
タ
ラ
シ
ム
ル

　
　
　
　
　
　
（
１
９
）

二
足
ル
ヘ
キ
地
方
」
で
あ
り
、
ま
た
当
然
、
設
定
後

も
「
官
行
事
業
ノ
人
夫
出
役
」
が
国
有
林
経
営
に
と

っ
て
必
要
な
「
地
元
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
も
明

ら
か
た
よ
う
に
、
委
託
林
は
そ
の
前
提
的
基
盤
で
あ

る
森
林
労
動
保
護
組
合
が
「
模
範
」
的
な
発
展
を
示

　
　
　
　
　
６

し
た
地
元
部
落
に
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
ま
た
、
新
た
た
委
託
林
組
合
は
在
来
の
森
林
労

　
　
　
　
　
　
　
九
三
（
六
九
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
（
六
九
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
　
“

働
保
護
組
合
と
地
域
的
に
重
畳
す
る
形
で
組
織
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
＊
　
設
定
の
単
位
地
域
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
都
落
に
わ
た
る
も
の
が
多
く
、
大
字
単
位
の
も
の
も
多
か
っ
た
。
例
え
ぱ
、
委
託
林
の
設
定
が
集

　
　
中
し
た
山
形
県
最
上
郡
で
は
、
二
四
年
現
在
、
新
庄
小
林
区
署
管
内
で
設
定
件
数
三
九
・
関
係
部
落
数
七
二
・
設
定
面
積
四
、
一
一
七
町
で
あ

　
　
り
、
舟
彩
署
管
内
で
は
件
数
四
二
・
部
落
数
七
六
・
面
積
三
、
九
八
五
町
で
あ
っ
た
（
『
林
曹
会
報
』
一
九
二
四
年
十
一
月
・
四
～
五
頁
）
。
こ

　
　
れ
は
、
従
前
の
森
林
労
働
保
護
組
合
の
多
く
が
一
部
落
の
範
囲
を
こ
え
て
組
織
さ
れ
た
こ
と
（
例
え
ぽ
、
北
村
山
郡
山
林
組
合
連
合
会
傘
下
で

　
　
は
、
関
係
大
字
三
六
の
す
べ
て
に
一
組
合
ず
っ
組
織
さ
れ
て
い
た
）
の
自
然
の
結
果
で
あ
っ
た
。

　
＊
＊
　
と
い
っ
て
も
、
か
り
に
同
じ
大
字
内
に
し
て
も
、
在
来
の
薪
炭
材
払
下
組
合
が
す
べ
て
の
農
民
を
包
括
し
て
い
た
わ
け
で
は
た
い
し
、
ま

　
　
た
採
草
、
放
牧
地
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ま
た
組
合
員
の
範
囲
は
区
々
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
重
畳
関
係
は
地
域
に
よ
っ
て
さ

　
　
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
総
じ
て
い
え
ば
、
委
託
林
組
合
が
そ
の
制
度
的
性
格
か
ら
し
て
も
、
最
も
包
括
的
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
こ
こ
で
委
託
林
制
度
の
性
格
を
端
的
に
確
認
し
て
お
げ
ば
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
ま
ず
地
元
農
民
の
入
会
権
の
全
面
的
た
否
定
を
前

提
と
し
た
上
で
、
政
府
が
指
定
す
る
林
野
に
っ
い
て
”
末
木
、
枝
条
及
枯
倒
木
、
手
入
ノ
為
伐
採
ス
ル
樹
木
、
自
家
用
薪
炭
材
（
当

該
委
託
林
薪
炭
林
生
産
量
ノ
半
額
以
内
　
　
「
委
託
林
設
定
ノ
方
針
」
第
三
）
”
等
を
国
が
恩
恵
的
に
、
五
年
を
限
度
と
し
て
農
民
に
「
譲

与
」
し
（
国
有
林
野
委
託
規
則
第
二
・
三
・
五
条
）
、
　
こ
れ
に
対
し
て
農
民
が
”
火
災
ノ
予
防
及
消
防
、
盗
伐
、
誤
伐
、
冒
認
、
侵
墾
其

ノ
他
ノ
加
害
行
為
ノ
予
防
及
防
止
、
大
林
区
署
長
ノ
命
二
依
リ
手
入
ヲ
為
シ
又
ハ
看
守
人
ヲ
配
置
ス
ル
コ
ト
〃
等
の
「
義
務
」
を
負

い
（
同
規
則
第
四
条
）
、
そ
し
て
こ
の
義
務
を
部
落
農
民
全
体
の
共
同
体
的
秩
序
１
１
観
制
に
よ
っ
て
保
証
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
っ
ぎ
に
掲
げ
る
「
規
約
書
」
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
０
）

　
　
　
　
規
　
約
　
書

　
第
一
条
　
国
有
林
野
委
託
規
則
第
四
条
ノ
義
務
履
行
二
付
テ
ハ
林
区
署
ノ
指
揮
二
従
フ
モ
ノ
ト
ス

　
第
二
条
　
委
託
林
ノ
保
護
ハ
別
紙
保
護
方
法
書
二
拠
ル
モ
ノ
ト
ス



　
看
守
人
ノ
配
置
其
他
保
護
取
締
上
必
要
ナ
ル
一
切
ノ
経
費
ハ
受
託
者
二
於
テ
支
出
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
条
　
受
託
者
ハ
林
区
署
長
ノ
承
認
ヲ
経
テ
看
守
人
服
務
心
得
ヲ
定
メ
入
林
者
ノ
取
締
、
火
災
ノ
予
防
消
防
及
盗
誤
伐
共
他
加
害
行
為
二
対
ス

　
ル
予
防
防
止
上
必
要
ナ
ル
措
置
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

第
四
条
委
託
林
以
外
ノ
地
元
国
有
林
ノ
保
護
二
付
テ
ハ
別
二
定
ム
ル
モ
ノ
ノ
外
委
託
林
二
準
シ
十
分
ノ
注
意
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

第
五
条
　
受
託
者
ノ
譲
与
ヲ
受
ク
ル
産
物
ハ
左
ノ
如
シ
但
第
－
号
及
第
２
号
ハ
林
区
署
ヨ
リ
引
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル

　
ー
　
末
木
、
枝
条
及
枯
倒
木

　
２
　
手
入
及
成
林
撫
育
ノ
為
メ
伐
採
ス
ル
樹
木

　
３
　
自
家
用
薪
炭
材
毎
年
　
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
４
　
土
地
ノ
資
質
ヲ
為
サ
サ
ル
副
産
物

第
六
条
　
前
条
第
３
号
ノ
譲
与
数
量
ハ
当
該
委
託
林
野
二
於
ケ
ル
薪
炭
材
年
生
産
量
ノ
半
額
カ
予
定
二
達
セ
サ
ル
場
合
ハ
該
年
生
産
数
量
ノ
半
額

　
二
止
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

第
七
条
譲
与
ヲ
受
ケ
タ
ル
産
物
ノ
採
取
及
分
配
ハ
左
ノ
方
法
二
依
ル

　
ー
　
第
五
条
第
－
号
及
第
２
号
ハ
総
代
人
二
於
テ
之
レ
ヲ
採
取
シ
売
払
其
ノ
他
ノ
方
法
ヲ
以
テ
地
元
部
落
民
ノ
希
望
者
二
分
配
ス
ル
コ
ト

　
２
　
同
条
第
３
号
ハ
受
託
老
二
於
テ
家
族
ノ
数
及
富
ノ
程
度
ヲ
掛
酌
シ
其
ノ
分
配
方
法
ヲ
協
定
シ
林
区
署
ノ
承
認
ヲ
受
ケ
之
レ
ヲ
採
取
ス
ル
コ

　
　
ト

　
３
　
同
条
第
４
号
中
特
種
ノ
モ
ノ
ハ
本
条
第
－
号
二
準
ス
ル
コ
ト

（
第
八
・
九
条
　
　
略
）

第
十
条
　
受
託
者
ハ
産
物
採
取
二
依
リ
得
タ
ル
収
入
及
保
護
二
要
シ
タ
ル
経
費
ノ
明
細
書
ヲ
毎
年
一
回
林
区
署
二
提
出
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
一
条
受
託
老
ハ
総
代
人
名
ヲ
選
定
シ
代
表
者
タ
ラ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
国
有
林
に
お
け
る
労
働
組
織
の
彩
成
と
展
開
嘗
（
奥
地
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
（
六
九
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
（
六
九
八
）

　
第
十
二
条
　
受
託
者
タ
ル
村
（
部
落
）
ノ
住
民
ニ
シ
テ
国
有
林
野
二
付
キ
罪
ヲ
犯
シ
又
ハ
本
観
約
若
シ
ク
ハ
保
護
方
法
書
二
違
背
シ
タ
ル
モ
ノ
ア

　
　
ル
場
合
ハ
受
託
者
ハ
其
ノ
決
議
に
ー
依
リ
相
当
期
問
産
物
ノ
採
取
及
分
配
ヲ
停
止
シ
其
ノ
旨
林
区
署
二
届
出
ツ
ル
モ
ノ
ト
ス
但
改
俊
ノ
情
顕
著
ナ

　
　
リ
ト
認
ム
ル
者
二
対
シ
テ
ハ
受
託
者
ノ
決
議
二
依
リ
之
レ
カ
解
除
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

　
第
十
三
条
受
託
老
中
異
動
ヲ
生
シ
タ
ル
場
合
ハ
其
ノ
都
度
林
区
署
二
届
出
ツ
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
第
十
四
条
林
区
署
二
於
テ
委
託
林
又
ハ
其
ノ
附
近
ノ
国
有
林
野
ノ
管
理
経
営
上
必
要
ナ
ル
作
業
ヲ
為
ス
ニ
方
リ
林
区
署
ヨ
リ
労
力
供
給
ノ
要
求

　
　
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
受
託
部
落
住
民
ハ
総
代
ノ
指
命
二
従
ヒ
相
当
賃
金
ヲ
以
テ
之
レ
ニ
応
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
　
年
　
月
　
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
　
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
　
　
　
名
　
　
＠

　
委
託
林
組
合
は
従
来
の
森
林
労
働
保
護
組
合
ど
地
域
的
に
重
畳
し
て
組
織
さ
れ
、
そ
の
杜
会
経
済
的
性
格
も
基
本
的
に
は
後
者
と

同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
異
た
る
側
面
も
現
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
第
一
は
、
委
託
林
組
合
に
あ
っ
て

は
従
来
組
合
の
林
区
署
・
警
察
署
を
頂
点
と
す
る
森
林
警
察
機
構
の
末
端
組
織
と
し
て
の
性
格
と
森
林
犯
罪
に
関
わ
る
き
び
し
い
連

帯
責
任
お
よ
び
相
互
監
視
義
務
と
が
大
き
く
そ
の
影
を
ひ
そ
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
み
た
従
来
組
合
の
観
約

の
き
び
し
い
義
務
・
実
行
事
項
、
除
名
処
分
事
項
、
お
よ
び
警
察
署
へ
の
届
出
義
務
等
が
大
き
く
後
退
し
、
委
託
林
組
合
の
そ
れ
で

は
自
ら
着
守
人
を
立
て
る
と
共
に
、
　
「
国
有
林
野
二
付
キ
罪
ヲ
犯
シ
又
ハ
本
規
約
若
シ
ク
ハ
保
護
方
法
書
二
違
背
シ
タ
ル
モ
ノ
ア
ル

場
合
ハ
受
託
者
ハ
其
ノ
決
議
二
依
リ
相
当
期
間
産
物
ノ
採
取
及
分
配
ヲ
停
止
」
す
る
の
み
で
あ
る
等
の
点
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
は
、
委
託
林
組
合
で
は
、
国
有
林
経
営
へ
の
出
役
義
務
が
格
段
に
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
従
来
組
合
で
は
盗
伐

・
火
災
の
防
止
等
と
異
な
っ
て
国
有
林
事
業
へ
の
出
役
義
務
は
観
約
で
も
と
く
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
委
託
林
組
合



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

で
は
「
林
区
署
二
於
テ
委
託
林
又
ハ
其
ノ
附
近
ノ
国
有
林
野
ノ
管
理
経
営
上
必
要
ナ
ル
作
業
ヲ
為
ス
ニ
方
リ
林
区
署
ヨ
リ
労
力
供
給

ノ
要
求
ヲ
受
ヶ
タ
ル
ト
キ
ハ
受
託
部
落
住
民
ハ
総
代
ノ
指
命
二
従
ヒ
相
当
賃
金
ヲ
以
テ
之
レ
ニ
応
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
明
確
に
規
定

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
委
託
林
組
合
は
森
林
労
働
保
護
組
合
の
新
た
な
一
形
態
と
し
て
、
こ
の
時
期
の
地
元
施
設
拡
充
策
が
基
本

的
な
ね
ら
い
と
し
た
国
有
林
造
林
事
業
へ
の
「
出
役
」
組
織
と
し
て
の
性
格
を
一
層
鮮
明
に
・
し
っ
つ
、
広
範
に
組
織
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

　
国
有
林
経
営
は
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
二
〇
年
代
を
通
じ
て
委
託
林
制
度
を
展
開
す
る
中
で
、
一
方
で
は
農
民
の
入
会
権
の
徹

底
的
な
「
鎮
圧
」
の
上
に
、
国
家
的
土
地
所
有
と
そ
の
森
林
管
理
機
構
を
最
末
端
に
い
た
る
ま
で
最
終
的
に
・
確
立
し
、
他
方
で
は
地

元
農
民
を
ま
さ
に
国
家
の
恩
恵
と
国
家
に
対
す
る
義
務
の
関
係
の
中
に
完
全
に
包
摂
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
地
元
農
民
の
労
働
力
を
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

有
林
経
営
事
業
の
た
め
の
義
務
人
夫
に
転
化
さ
せ
た
。
こ
の
過
程
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
国
有
林
経
営
が
目
本
独
占
資
本
主
義
の
一

基
盤
と
し
て
、
そ
の
半
封
建
的
地
主
経
営
を
確
立
し
、
新
た
な
資
本
主
義
化
へ
の
道
を
展
開
し
は
じ
め
た
過
程
に
他
た
ら
な
い
。

　
・
　
こ
の
こ
と
は
、
委
託
林
設
定
の
「
効
果
」
に
つ
い
て
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
典
型
的
記
述
に
端
的
に
■
示
さ
れ
て
い
る
。
　
「
近
時
二
於
ケ
ル
営
林
施

　
　
設
ハ
山
村
経
済
二
寄
与
ス
ル
所
少
カ
ラ
ザ
ル
ニ
ョ
リ
住
民
ハ
一
二
当
局
ヲ
信
頼
シ
山
村
住
民
ト
シ
テ
一
目
タ
リ
ト
モ
国
有
林
ナ
ク
シ
テ
生
活
シ

　
　
得
ザ
ル
ノ
観
念
ヲ
抱
持
ス
ル
ニ
至
レ
リ
。
」
　
「
委
託
林
設
定
後
国
有
林
ノ
諸
施
設
ハ
総
テ
地
元
ノ
タ
メ
ヲ
顧
慮
シ
行
ハ
ル
、
結
果
受
託
者
ハ
之

　
　
ガ
恩
義
二
感
ジ
事
業
二
人
夫
ヲ
要
ス
ル
場
合
ハ
進
ソ
デ
之
レ
ニ
出
役
シ
其
ノ
成
績
良
好
ニ
シ
テ
国
有
林
経
営
上
頗
ル
有
利
ト
ナ
リ
タ
リ
。
」

　
　
注
（
２
０
）
の
文
献
（
三
六
九
～
七
一
頁
）
を
参
照
。

　
ゆ
　
造
林
事
業
の
実
行
形
態
と
造
林
労
働
力

　
特
別
経
営
事
業
の
末
期
か
ら
、
国
有
林
の
造
林
事
業
は
天
然
更
新
が
主
流
と
な
り
、
　
「
そ
の
後
の
国
有
林
の
人
工
造
林
事
業
の
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
１
）

点
は
公
有
林
野
官
行
造
林
事
業
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
」
が
、
こ
の
問
二
四
年
か
ら
は
営
林
局
署
官
制
が
施
行
さ
れ
、
秋
田
で
も
秋

　
　
　
　
国
有
林
に
お
け
る
労
働
組
織
の
形
成
と
展
開
嘗
（
奥
地
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
（
六
九
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
（
七
〇
〇
）

田
営
林
局
の
下
に
二
六
営
林
署
、
一
七
四
担
当
区
が
配
置
さ
れ
、
担
当
区
主
任
の
下
に
造
林
定
夫
や
林
野
巡
守
が
整
備
さ
れ
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ

　
造
林
事
業
は
こ
の
よ
う
な
経
営
管
理
体
制
の
下
で
、
お
お
む
ね
い
わ
ゆ
る
直
営
事
業
と
し
て
実
行
さ
れ
た
が
、
と
は
い
え
大
正
後

期
に
あ
っ
て
も
造
林
定
夫
を
含
め
た
定
雇
の
数
は
た
か
だ
か
一
担
当
区
に
一
人
程
度
で
あ
り
、
事
業
の
生
産
的
担
い
手
は
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
を
地
元
部
落
の
農
民
の
季
節
的
・
臨
時
的
労
働
に
依
存
し
て
い
た
（
第
十
一
表
）
。
こ
の
農
民
の
臨
時
的
労
働
力
を
造
林
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
　
“

（
担
当
区
）
に
供
給
し
た
の
は
秋
田
で
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
各
種
の
森
林
労
動
保
護
組
合
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
組
合
長
の
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
　
“
　
“

割
は
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
が
あ
っ
た
。

　
励

数
林

者
営

働
田

労
秋

事
（

従業事林造夙態彩業就表ｎ第

３
１
１
９
１

０
６
２
１

８
９
９
３
８
２
　
ユ
’
　
３
０
３
０

８
８
■
３
０
１

２
６
１
９
■

７
６
１
１

一
７
９
７
９
■
■
３
４
３
４

２
２
１
９
１

８
１
１

２
９
４
２
７
１
１
’
３
　
３
５
３
５

２
０
１
９
１

７
３
１
１

５
８
９
６
５
４
３
”
■
　
２
３
２
３

２
７
｛
２
３
１

年
雇
定

業
業
計
専
兼
小

計
合

臨
時
雇

ル
ノ

ラ
他

セ
ハ

傭
ト

雇
業

キ
兼

続
者
上

引
ル
ス

上
ス
ト

以
事
者

歳
従
ル

　
半

　
一

。
署

る
区

よ
林

』
一

班
同

に
小
ラ
事

ニ
ア

働
ト

労
コ

業
ル

林
ス

専
従

ハ
ニ

　
及
ト
働

野
夫
業
労

林
定
専
業

有
ハ
「
林

国
ト
↓
ラ

一
－
雇
ス
傍

年
定
ト
ノ

各
「
者
務

　
　
ル
業

”
到

＊
　
「
第
十
四
条
　
造
林
事
業
ハ
総
テ
直
営
ヲ
以
テ
施
行
ス
ヘ
シ
　
但
シ
左
記
各
号
以
外
ノ
事
業

　
二
於
テ
操
業
上
便
益
ナ
リ
ト
認
メ
タ
ル
場
合
ハ
請
負
二
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
一
仮
植
、
植
付
　
二
地
持
、
手
入
事
業
中
技
術
上
特
二
考
慮
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
　
三
播
付
、
床

　
替
（
植
替
ノ
ミ
）
　
四
問
伐
、
枝
打
事
業
中
技
術
上
特
二
考
慮
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
」
（
「
造
林
二

　
関
ス
ル
取
扱
心
得
」
大
正
六
年
二
月
業
第
三
三
〇
一
号
達
）
　
　
『
国
有
林
野
事
業
賃
金
体

　
系
史
』
（
林
野
庁
・
一
九
六
八
年
）
二
三
六
頁
に
よ
る
。

・
・
　
国
有
林
の
地
元
施
設
が
比
較
的
に
手
薄
く
、
国
有
林
保
護
組
合
も
数
少
な
か
っ
た
熊
本
管

内
で
は
、
っ
ぎ
の
よ
う
な
地
域
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
　
「
現
今
に
於
て
は
慣
行
特
売
ヶ
所
は
皆

無
の
姿
と
な
り
…
…
我
部
内
国
有
林
に
於
て
は
何
等
恩
恵
を
蒙
む
る
事
僅
少
に
し
て
之
等
の
関

係
上
柳
か
影
響
を
及
ぽ
し
人
夫
の
供
給
頗
る
困
難
に
し
て
勧
誘
の
み
に
て
は
応
募
者
な
き
有
様

な
り
」
　
　
「
人
夫
供
給
困
難
に
就
て
」
（
『
研
修
』
一
九
一
八
年
・
第
九
号
）
。
　
こ
れ
に
対
し

て
秋
田
で
は
、
三
〇
〇
～
四
〇
〇
に
の
ぽ
る
地
区
の
各
種
の
組
合
が
人
夫
供
給
組
織
と
し
て
存

在
し
て
お
り
、
新
庄
署
管
内
（
山
捗
県
）
の
一
造
林
組
合
な
ど
は
、
そ
の
規
約
で
直
載
に
「
…

…
署
ノ
直
営
ヲ
以
テ
執
行
ス
ル
造
林
地
、
地
椿
、
植
付
、
手
入
等
ノ
事
業
二
出
役
シ
熟
練
ナ
ル

造
林
労
働
者
ヲ
養
成
ス
ル
ト
共
二
造
林
事
業
ノ
成
績
ヲ
図
ル
ヲ
以
テ
目
的
」
と
し
て
い
た
。



　
　
　
と
い
っ
て
も
、
秋
田
で
も
ご
く
一
部
の
保
護
組
合
が
少
な
い
、
秋
田
県
北
の
例
え
ば
阿
仁
合
署
管
内
な
ど
で
は
、
造
林
専
業
労
働
者
だ
け
で

　
　
「
造
林
労
働
団
」
（
地
元
施
設
と
は
無
関
係
の
も
の
）
が
組
織
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
場
合
に
は
、
事
業
は
一
二
名
の
人
夫
に
よ
っ
て
六
－

　
　
十
一
月
に
「
山
泊
り
」
移
態
で
行
な
わ
れ
、
　
「
一
切
請
負
の
形
式
を
取
っ
て
彼
等
に
１
委
し
、
…
・
－
定
夫
や
保
護
区
員
は
時
々
事
業
を
見
廻
」
る

　
　
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
地
元
農
民
に
は
「
苗
木
運
搬
の
如
き
を
依
頼
す
れ
は
足
り
る
」
の
が
実
態
で
あ
っ
た
。
　
　
　
「
造
林
専
業
労
働
者
に
就

　
　
て
」
（
『
林
曹
会
報
』
一
九
二
四
年
六
月
・
第
九
〇
号
）
。

　
＊
＊
＊
　
例
え
ぱ
、
　
「
…
…
林
業
労
働
者
に
困
難
を
感
じ
た
り
し
に
本
組
合
は
組
合
長
の
甚
大
な
る
斡
旋
努
力
に
依
り
出
役
に
応
じ
円
満
に
事
業

　
　
を
遂
行
す
る
を
得
た
り
」
（
前
掲
・
三
内
森
林
労
働
組
合
）
に
端
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
「
組
合
長
表
彰
」

　
　
の
大
き
な
柱
は
、
「
労
力
を
供
給
し
て
事
業
遂
行
に
尽
痒
し
た
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
作
業
の
種
類
は
、
地
持
・
新
植
・
補
植
・
手
入
・
蔓
切
、
枝
打
・
除
問
伐
の
他
、
保
護
・
看
守
、
苗
圃
、
さ
ら
に
林
道
．
防
火
線

の
新
設
・
補
修
等
に
お
よ
び
、
夏
季
七
・
八
月
が
最
繁
忙
期
で
あ
っ
た
が
、
保
護
組
合
は
こ
れ
ら
の
作
業
に
担
当
区
の
指
示
に
１
し
た

が
っ
て
、
通
常
「
目
通
ひ
」
の
形
態
で
農
民
を
出
役
さ
せ
た
。
作
業
の
指
揮
・
監
督
は
原
則
と
し
て
担
当
区
員
と
造
林
定
夫
が
行
な

っ
た
が
、
し
か
し
各
現
場
作
業
に
つ
い
て
は
そ
れ
は
、
全
体
的
な
指
示
や
技
術
指
導
、
巡
視
、
跡
地
検
査
等
が
中
心
で
あ
り
、
作
業

の
直
接
的
な
指
揮
・
監
督
は
或
る
程
度
保
護
組
合
の
代
表
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
げ
だ
し
、
造
林
定
夫
は
一
担
当
区
（
平

均
経
営
管
理
面
積
は
約
四
、
三
〇
〇
町
）
に
っ
き
一
人
で
あ
り
、
「
人
夫
監
督
ノ
補
助
」
の
他
に
、
「
常
二
国
有
林
野
ヲ
巡
視
シ
蔓
切
、

倒
木
起
シ
、
軽
易
ナ
ル
掃
除
伐
、
手
入
等
ヲ
為
ス
コ
ト
」
（
前
掲
「
造
林
二
関
ス
ル
取
扱
心
得
」
）
等
、
各
種
の
業
務
を
も
っ
て
お
り
、

ま
た
、
作
業
地
お
よ
び
作
業
種
も
特
別
経
営
事
業
期
の
よ
う
な
特
定
個
所
（
無
立
木
地
）
の
一
斉
造
林
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
択

伐
１
－
天
然
更
新
化
の
中
で
大
き
く
奥
山
化
、
分
散
化
し
、
ま
た
多
様
化
し
て
き
た
の
で
、
担
当
区
員
や
定
夫
が
各
現
場
に
「
目
々
臨

場
シ
テ
之
ヲ
督
察
」
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
作
業
は
通
常
、
そ
の
生
産
技
術
的
性
格
か
ら
し
て
も
「
請
負
仕
事
」
で
は
な
く
、
　
「
時
間
仕
事
」
で
行
な
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
造

　
　
　
　
国
有
林
に
お
げ
る
労
働
組
織
の
形
成
と
展
開
賞
（
奥
地
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
（
七
〇
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
（
七
〇
二
）

林
賃
金
は
研
伐
賃
金
（
功
程
単
価
に
も
と
づ
く
共
同
出
来
高
賃
金
制
）
と
は
異
な
っ
て
、
そ
れ
自
体
で
作
業
能
率
増
進
へ
の
推
進
的
動
機

と
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
勿
論
、
造
林
事
業
で
も
組
合
代
表
者
は
、
賃
金
の
一
括
支
払
（
例
え
ば
”
植
付
人
夫
延
×
Ｘ
人
、
そ

の
単
価
一
人
一
目
Ｘ
×
銭
、
計
Ｘ
Ｘ
円
〃
の
よ
う
な
移
で
の
支
払
）
を
基
礎
と
し
て
賃
金
配
分
の
面
で
大
き
な
支
配
力
を
も
っ
て
お
り
、
こ

れ
は
国
有
林
野
産
物
払
下
げ
と
そ
の
配
分
を
め
ぐ
る
絶
大
な
権
限
と
合
わ
せ
て
、
彼
の
人
夫
に
対
す
る
指
揮
・
監
督
力
を
強
力
な
も

の
に
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
研
伐
事
業
が
出
来
高
賃
金
制
と
功
程
頭
制
の
確
立
を
基
軸
と
し
て
、
よ
う
や
く
「
マ
ニ
ュ

フ
ァ
ク
チ
ュ
ァ
時
代
の
独
自
な
機
械
」
、
す
な
わ
ち
「
多
数
の
部
分
労
働
者
た
ち
か
ら
結
成
さ
れ
た
全
体
労
働
者
そ
の
も
の
」
を
掌

握
し
っ
っ
あ
っ
た
こ
と
と
対
比
す
れ
ぱ
、
造
林
事
業
で
は
全
労
働
過
程
は
未
だ
裸
の
人
間
労
働
力
の
、
分
散
的
で
多
様
な
単
純
協
業

の
不
統
一
な
集
合
に
す
ぎ
ず
、
お
よ
そ
統
一
的
な
功
程
管
理
す
ら
困
難
で
あ
り
、
全
作
業
過
程
を
的
確
に
掌
握
す
る
こ
と
は
容
易
な

こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
国
有
林
経
営
は
、
育
林
生
産
「
合
理
化
」
の
推
進
的
動
機
を
地
元
施
設
の
拡
充

を
通
じ
て
、
地
元
農
民
の
国
有
林
経
営
に
対
す
る
「
恩
恵
と
義
務
」
の
意
識
、
　
「
国
家
奉
仕
の
観
念
」
の
組
織
的
向
上
に
求
め
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
森
林
労
働
保
護
組
合
の
機
構
１
１
労
働
力
編
成
の
中
で
、
っ
ま
り
は
再
編
・
強
化
さ
れ
た
部
落
秩
序
１
－
共
同
体
的
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

制
に
よ
っ
て
組
織
的
に
保
障
さ
せ
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
・
　
ち
な
み
に
、
当
時
の
国
有
林
経
営
は
「
造
林
人
夫
に
関
す
る
事
」
と
し
て
、
各
組
合
に
っ
ぎ
の
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
　
「
林
区
署
造
林
事

　
　
業
に
対
し
て
は
各
地
方
共
概
し
て
円
滑
に
人
夫
を
供
給
せ
ら
る
二
こ
と
は
甚
だ
感
謝
に
不
堪
処
な
る
も
尚
或
地
方
に
於
て
は
充
分
と
認
め
難
き

　
　
も
の
あ
る
に
よ
り
一
層
の
援
助
を
希
望
す
又
出
役
人
夫
に
於
て
義
務
的
に
出
役
し
誠
意
を
以
て
労
働
に
従
事
せ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
他
人
夫
よ
り

　
　
賃
金
低
格
な
る
場
合
に
不
平
を
抱
く
も
の
あ
り
此
等
は
自
已
の
労
働
能
率
を
顧
み
ざ
る
心
得
違
の
も
の
な
る
を
以
て
各
組
合
に
於
て
は
如
斯
人

　
　
夫
の
な
き
様
宜
し
く
指
導
す
る
と
共
に
組
合
長
に
於
て
も
万
障
繰
合
せ
臨
場
し
監
督
補
助
せ
ら
れ
た
し
。
」
　
　
　
『
山
林
彙
報
』
（
一
九
二
一
年

　
　
六
月
）
九
五
頁
。



　
新
た
な
育
林
生
産
の
た
め
に
は
、
国
有
林
経
営
の
側
か
ら
し
て
「
常
に
人
夫
や
仕
事
が
変
動
す
る
時
は
技
偏
が
進
ま
ぬ
の
み
な
ら

ず
人
夫
其
者
の
性
質
や
技
禰
を
知
る
事
が
出
来
ず
従
て
仕
事
の
成
績
も
挙
が
ら
ぬ
事
」
故
、
　
「
毎
年
同
一
の
人
夫
が
同
一
の
仕
事
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
２
）

従
事
す
る
様
に
仕
向
く
る
こ
と
」
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
地
元
農
民
の
側
で
は
「
農
繁
期
と
造
林
事
業
（
手

入
撫
育
は
比
較
的
農
閑
期
に
・
当
る
も
）
実
行
期
と
衝
突
し
特
に
大
量
の
実
行
期
な
る
秋
季
と
農
家
の
収
穫
期
と
同
一
と
な
り
、
容
易
に

　
　
　
　
　
　
　
（
２
３
）

出
役
す
る
も
の
な
く
」
、
し
た
が
っ
て
多
く
の
地
域
で
出
役
は
、
部
落
の
全
農
家
の
問
で
き
び
し
く
輪
番
制
を
し
く
の
が
原
則
で
あ

数老働労事従業事林造表
１
２第

）局林営田秋（

６
９
３
６
∴
３
２
７
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３

４
１
３
１
■
■
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８
２

１
０
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”
ノ
３
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１
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込
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ｕ
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９
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０
　
２

１
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ユ
ー
０
１
２
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２
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０
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９
３
　
３

８
８
一

２
２
１
９

７
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２
パ
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９
８
　
２

８
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６
６
■
バ
ｕ
３
１
　
１

６
５
０
８
ノ
”
４
６
３
０
　
４

２
９

１
９
１
９

６
３
３
０
ｊ
ユ
２
８
３
１
　
２

７
０
７
６
３
バ
ー
０
１
９
　
１

３
３
０
６
』
｛
３
８
５
０
　
３

０
９

年
数
数
頭
人
人
延

数
数
頭
人
人
延

凶
旧
数
数
頭
人
人
延弘
瞳
鋪
－
問

男

女

計

○るよに」瑳一野林有国『年各リ‘

国
有
林
に
お
げ
る
労
働
組
織
の
形
成
と
展
開
臼
（
奥
地
）

っ
た
。

　
し
か
し
、
義
務
出
役
に
お
げ
る
地
元
農
民
の
問
の
こ
の
輸
番
制
は
、
大
正
後
期
と
も

な
る
と
、
明
治
期
の
そ
れ
と
は
大
き
く
質
的
に
変
化
し
、
新
た
な
問
題
を
は
ら
ん
で
く

る
。
大
正
後
期
－
昭
和
初
頭
の
秋
田
管
内
造
林
労
働
者
数
は
、
男
女
合
わ
せ
て
四
万
人

余
、
そ
の
延
労
働
量
は
四
〇
万
人
余
（
第
一
二
表
）
　
　
こ
の
総
造
林
労
働
量
四
〇
万
人

余
は
、
秋
田
管
内
国
有
林
事
業
総
労
働
量
一
五
三
万
人
余
の
二
七
劣
、
全
国
総
造
林
労

働
量
二
三
〇
万
人
余
の
一
八
％
を
占
め
て
い
た
（
第
二
二
表
）
　
　
、
そ
の
一
人
当
り
平

均
年
問
出
役
目
数
は
一
〇
日
前
後
で
あ
り
、
こ
の
平
均
出
役
日
数
に
関
す
る
か
ぎ
り
明

治
期
と
大
差
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
末
か
ら
の
農
業
危
機
の
顕
在
化
、
第
一
次

大
戦
中
の
激
動
と
戦
後
恐
慌
の
過
程
で
国
有
林
野
地
元
山
村
に
お
い
て
も
農
民
層
の
分

解
が
大
き
く
進
行
し
た
結
果
、
国
有
林
事
業
へ
の
出
役
は
か
っ
て
の
よ
う
に
全
農
民
層

か
ら
で
は
な
く
、
多
く
の
地
域
で
「
低
所
得
者
層
（
小
作
、
貧
農
層
、
旦
雇
層
）
が
慣
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
（
七
〇
三
）
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リ
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３
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ｏ
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１
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一
６
・
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．
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４
４
１
１

東
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１

１
１
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１
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１
■
９
＾
０
リ
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７
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ｏ
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４
ｏ
リ
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ｏ
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ｏ
ｏ
８
．
１
・
Ｌ
１
・
３
・

８
４
２

秋
０
７

１

１

５
１

ｉ
Ｉ
Ｏ

（
０
７
１
Ｑ
ｏ

（
ｚ
ｏ
◎
５
ｏ
ｏ
３

森
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７
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１
一
１
・
３
．
０
１
■
１
↓

４
・
３
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Ｌ
Ｆ
Ｏ
つ
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Ｕ
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３
・
３
一
１

青
２
６

１

１

１

■
－
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局林
人
（

営

男
女
計

伐
林
木
他
　
　
の
計

数

研
造
土
そ

頭

）

）

人

延
人
員
秋

延
人
員
秋

（

（

○

りよ）月
１
１

年
３
０

１
９

（』報彙林山『）１（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
（
七
〇
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
４
）

特
売
の
段
階
よ
り
は
手
間
賃
稼
ぎ
に
出
役
」
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
義
務
人
夫
と

し
て
の
出
役
階
層
は
「
養
蚕
、
畜
産
、
製
炭
を
中
心
と
し
て
兼
業
化
し
て
い
た
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
４
）

「
小
作
（
農
）
部
分
が
中
心
」
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
そ
の
中
で
小
作
・
貧
農
層
で
は

二
戸
か
ら
一
人
で
は
な
く
二
人
が
、
一
人
が
一
〇
日
で
は
た
く
一
五
日
、
出
役
し
は

じ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
義
務
出
役
に
お
げ
る
全
農
家
問
の
輪
番
制
は
小
作
・
貧
農
層
内
部
で

の
輸
番
制
へ
と
変
化
し
は
じ
め
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
地
元
山
村
に
お
げ
る
構
造
変

化
は
、
と
ヅ
も
な
お
さ
ず
従
来
の
国
有
林
野
地
元
施
設
諸
制
度
の
弛
緩
化
、
国
有
林

の
労
働
力
調
達
・
供
給
組
織
と
し
て
の
部
落
組
合
そ
れ
自
体
の
解
体
化
を
意
味
す
る

も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
一
担
当
区
員
と
み
ら
れ
る
人
物
の
っ
ぎ

の
よ
う
な
”
慨
嘆
〃
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
「
農
繁
期
に
於
て
全
然
出
役
せ
ざ
る
は
、
自
家
耕
作
田
畑
の
大
な
る
関
係
な
ら
ん
も
、
主

と
し
て
地
元
に
於
け
る
中
以
上
の
人
々
に
し
て
、
其
以
下
の
人
に
１
真
面
目
に
出
役
を
見
る
の

状
況
な
り
、
然
か
る
に
中
以
上
の
人
々
に
於
て
は
生
活
上
其
以
下
の
人
々
よ
り
産
物
の
供
給

を
受
げ
る
こ
と
反
っ
て
大
な
り
、
是
等
は
需
用
上
止
む
た
き
こ
と
上
思
は
る
二
も
、
其
れ
に

就
げ
て
も
、
事
業
実
行
の
際
は
縦
令
農
繁
期
と
難
も
、
一
部
の
労
力
を
割
き
、
率
先
し
て
造

林
事
業
に
供
給
す
る
は
当
然
な
る
義
務
と
思
は
る
。
…
…
夫
々
地
元
部
落
関
係
の
国
有
林
事



業
に
当
り
て
は
、
其
関
係
部
落
よ
り
相
当
事
情
を
有
し
出
役
不
可
能
た
る
も
の
を
除
き
、
各
戸
洩
な
く
出
役
す
る
に
至
ら
ぼ
、
其
事
業
の
大
小
に

ょ
る
は
勿
論
な
る
も
、
普
通
の
事
業
に
於
て
は
其
都
度
二
戸
当
り
三
、
四
人
に
て
足
る
こ
と
二
思
ふ
、
造
林
事
業
に
は
春
夏
秋
の
三
期
に
出
役
す

る
も
・
僅
か
に
ニ
ロ
ダ
当
り
十
人
内
外
に
て
足
る
、
斯
か
る
僅
少
の
労
力
を
、
如
何
に
農
繁
期
に
際
す
れ
ば
と
て
、
実
際
に
於
て
割
き
得
ら
れ
ず
と

　
　
　
　
　
　
（
２
５
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

は
思
は
れ
ず
…
－
・
。
」
「
事
業
実
行
人
夫
募
集
に
当
り
、
出
役
し
余
力
あ
る
に
も
拘
は
ら
ず
、
嘗
て
出
役
し
た
る
こ
と
た
く
　
殆
ん
ど
理
解
な
く

し
て
顧
み
ず
、
産
物
の
払
下
に
際
し
て
の
み
奔
走
す
る
も
の
上
如
き
に
対
し
て
は
、
臨
時
的
払
下
物
件
は
勿
論
、
毎
戸
焚
用
木
に
対
し
て
も
、
或

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
５
）

る
期
問
停
止
す
る
を
相
当
な
ら
ん
と
思
は
る
。
」

　
右
の
よ
う
な
森
林
労
働
保
護
組
合
の
弛
緩
と
解
体
化
は
当
然
、
組
合
長
を
は
じ
め
と
す
る
組
合
の
代
表
者
に
も
お
よ
び
、
こ
の
場

合
に
は
事
態
は
一
層
”
危
機
的
〃
な
様
相
を
示
し
て
い
た
。
組
合
の
代
表
者
は
大
正
後
期
に
あ
っ
て
も
部
落
の
有
力
者
（
部
落
の
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ

上
層
に
位
し
、
部
落
総
代
や
国
有
林
の
林
野
巡
守
を
兼
ね
、
薪
炭
商
を
営
む
な
ど
部
落
の
資
産
家
、
地
主
、
寓
農
層
に
・
属
す
る
）
で
あ
り
、
地
域

の
「
徳
望
家
」
で
あ
る
場
合
が
多
い
が
、
し
か
し
一
部
に
は
「
部
落
内
の
有
志
役
員
の
内
に
は
所
謂
杜
会
奉
仕
な
ん
て
念
頭
に
だ
も

な
く
運
動
費
を
出
し
て
役
員
と
な
り
国
有
林
野
産
物
の
払
下
は
是
等
役
員
等
が
随
意
に
。
執
行
し
て
そ
の
利
益
は
金
と
し
て
役
員
達
が

分
配
す
る
と
い
ふ
向
も
あ
る
、
従
っ
て
細
民
不
平
の
声
が
至
る
所
に
聞
へ
る
と
い
ふ
有
様
な
の
で
組
合
の
名
を
利
用
し
て
一
部
資
産

家
の
営
利
事
業
に
変
化
し
て
居
る
と
い
ふ
傾
向
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
、
か
二
る
こ
と
は
無
智
の
農
民
を
し
て
知
ら
ず
知
ら
ず
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
６
）

に
小
作
争
議
の
根
本
思
想
を
養
成
せ
し
む
る
も
の
で
あ
っ
て
容
易
な
ら
ぬ
」
と
い
う
事
態
も
生
起
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
＊
　
「
ち
な
み
に
、
大
正
一
二
年
の
委
託
林
設
定
発
表
に
出
席
し
た
部
落
代
表
の
資
格
を
、
　
『
大
正
九
年
調
査
』
（
『
大
正
九
年
度
以
降
慣
行
地
調

　
　
並
二
委
託
林
設
定
二
関
ス
ル
調
査
書
類
・
角
館
小
林
区
署
』
の
こ
と
　
　
筆
者
）
よ
り
作
成
し
明
ら
か
に
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
署

　
　
管
内
全
体
で
出
席
し
た
地
元
部
落
関
係
者
は
六
五
人
（
各
部
落
か
ら
複
数
出
席
し
て
い
る
所
も
あ
る
）
。
そ
の
内
訳
は
、
村
長
お
よ
び
村
長
代

　
　
理
が
四
名
、
部
落
総
代
が
一
五
名
、
村
長
兼
部
落
総
代
が
一
名
、
有
力
者
が
四
四
名
、
そ
の
他
（
部
落
の
書
記
）
が
一
名
と
な
っ
て
い
る
。
」

　
　
　
　
国
有
林
に
お
け
る
労
働
組
織
の
形
成
と
展
開
嘗
（
奥
地
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
（
七
〇
五
）
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１
４第

の
数
０
５
２
４
３
８
９
４
８
０

．
均
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・
釧
糺
肌
肌
肌
肌
皿
皿
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１
、
均

５
７
０
５
０
６
８
９
９
２
９
６
９
３
８
６
８
５
”

１
２
２
１
１
一
－
一
Ｌ
Ｌ
１
一
－
一

平

１
夫人

６
１
８
５
８
１
７
８
７
９
〃
７
８
７
６
７
４
〃

圃

０
０
０
０
・
〇
一
〇
一
〇
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〇
一
〇
一
〇
一

苗

１
夫

）
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女

６
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８
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６
８
８

（
０
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一
〇
一
〇
一
〇
一
〇
一
〇
一

造

１
夫

７
４
６
６
０
８
０
７
５
５

）

林
男

９
３
４
３
４
３
４
３
３
３

（
〇
一
－
一
Ｌ
１
Ｌ
１
一
Ｌ
１
一
－
一
－
一

造

１
曳

０
３
６
５
妨
研
５
９
５
９
４
７
姐
４
５
３
７

口

２
２
２
２
２
一
２
一
２
一
２
一
２
一
２
一

ト

■
夫
３
４
４
６
２
０
６
１
６
５
９
３
３
９
０
０
０
９
８
９

１
２
２
一
１
，
２
一
２
一
２
一
Ｌ
Ｌ
１
一

山非

１
年

」

８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２

９１

一 　
木

　
土

　
夫

　
人

　
圃

　
菌

　
ジ

　
女

　
（

　
夫

　
林

　
造

　
ジ

　
男

　
（

　
夫

　
林

　
造

　
工

　
職

　
材

　
製

　
車

　
馬

　
荷。

曳

る
口

よ
ト

に
　
　
。

）
知
る

月
炭
あ

判
叢

ぴ
鵬
艦

蜘
絡

雌

”
則

一
〇
四
（
七
〇
六
）

　
　
　
前
掲
・
菊
間
論
文
三
五
〇
頁
。

　
国
有
林
造
林
事
業
へ
の
出
役
賃
金
は
、
わ
が
国
低
賃
金
構
造
の
基
底
を
な
す

農
山
村
賃
金
の
中
で
も
、
最
低
辺
に
位
置
し
て
い
た
。
ま
ず
各
種
林
業
賃
金
は

大
戦
末
期
か
ら
急
騰
し
た
後
、
一
九
二
〇
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て
戦
後
恐
慌
と
そ

の
後
の
慢
性
的
不
況
期
を
通
じ
て
、
昭
和
初
頭
ま
で
低
落
傾
向
を
た
ど
っ
た

（
第
一
四
表
）
。
そ
の
中
で
国
有
林
造
林
賃
金
を
都
市
お
よ
び
農
山
村
の
各
種
賃

金
の
中
に
位
置
づ
け
て
み
る
と
（
第
一
五
表
）
、
そ
れ
は
公
有
林
野
官
行
造
林
や

民
有
林
の
賃
金
、
農
業
（
季
節
雇
・
旦
膣
）
賃
金
や
養
蚕
旦
雇
賃
金
よ
り
は
る
か

に
低
く
、
ま
さ
に
農
山
村
各
種
賃
金
の
中
で
も
最
低
水
準
に
位
置
し
た
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
国
有
林
造
林
賃
金
を
府
県
（
国
有
林
が
最
も
関

係
深
い
府
県
の
み
抽
出
）
別
に
み
る
と
（
第
ニ
ハ
表
）
、
秋
田
管
内
（
秋
田
・
山
形
）

の
賃
金
は
全
国
（
全
府
県
）
平
均
よ
り
は
る
か
に
低
く
、
熊
本
管
内
九
州
南
部

に
つ
い
で
地
域
的
に
も
最
低
水
準
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
秋
田
国
有
林
へ
の
造
林
出
役
賃
金
は
、
こ
の
よ
う
に
大
正
後
期
わ
が
国
農
山

村
の
低
賃
金
構
造
の
中
で
も
最
低
水
準
に
お
さ
え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と

は
い
ま
や
、
義
務
人
夫
と
し
て
の
地
元
農
民
労
働
力
の
性
格
を
如
何
な
く
明
示

す
る
も
の
で
あ
る
。



　
）

　
国

　
全

　
牢

較
２
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２
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１
１
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７
　
５
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１
　
７

０
　
０
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２

〇
一
〇
一
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一

１
一
Ｌ

０
．
１
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〇
一
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ｎ
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４

男
５
　
（
ｚ
　
’
４
Ｅ
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３
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５
　
２
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．
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１
．
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林
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造
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雇
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雇
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工
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働
一」

有
林
駝
有

職

労
労

節

節

’

有
欲

糸

ｕ

場
山

ｕ

国
国
公
民

季
目

季
目
蚕

１

林
業
労
働

労
働

労
　
働

農
業

養
蚕
業

工
鉱

○
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１
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↓
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６
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１
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１
　
１
　
１
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１
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↓
　
１

１
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０
　
９
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５
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４
２
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６
　
２
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０
　
４

１
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３
２
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５
７
７
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０
３
５
８
１
０
　
１
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１
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３

１
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１
　
１
　
１
　
１
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１

１

－
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年
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リ

森
田
形
野
知
崎
隷

府

青
秋
山
長
高
宮
鹿
全

賃 」調金者働労要主事従業事林有国

釘解岬鱗
　
金

　
賃
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通

　
普
　
「

　
の

　
刀

　
男
　
（

　
夫

　
平
　
「

　
～

　
れ

　
ず

　
い

　
ま

雌
簑

『
は
数

１
１
　
　
　
　
２
一

　
す
で
に
以
上
の
行
論
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
有
林
経
営
は
大
正
中
期
ほ
ぼ
一
九
一
七
年
前
後
か
ら
大
正
末
に
か
け
て
、
地
元

農
民
の
入
会
権
の
広
範
な
解
体
の
基
礎
の
上
に
森
林
労
働
保
護
組
合
を
組
織
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
地
元
農
民
と
の
関
係
　
　
林
野
産

物
を
恩
恵
と
し
て
右
償
・
無
償
で
農
民
に
１
譲
与
し
、
こ
れ
に
対
し
て
農
民
の
人
夫
出
役
を
義
務
づ
け
る
関
係
　
　
を
確
立
し
た
。
こ

の
過
程
は
と
り
も
た
お
さ
ず
、
地
主
経
営
と
し
て
の
国
有
林
経
営
が
そ
の
経
営
基
盤
の
確
立
（
本
源
的
蓄
積
の
完
了
）
を
基
礎
と
し
、

そ
の
資
本
主
義
化
の
た
め
の
推
進
的
条
件
１
１
育
林
労
働
組
織
の
形
成
を
基
軸
と
し
て
、
本
格
的
な
資
本
主
義
化
へ
の
道
を
展
開
し
は

じ
め
た
過
程
で
あ
っ
た
。
こ
の
過
程
は
全
般
的
危
機
の
開
始
の
下
、
日
本
の
独
占
資
本
主
義
体
制
が
本
格
的
に
展
開
し
、
半
封
建
的

　
　
　
国
有
林
に
蛤
け
る
労
働
組
織
の
彬
成
と
展
開
嘗
（
奥
地
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
（
七
〇
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
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第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
（
七
〇
八
）

地
主
制
が
凋
落
し
は
じ
め
る
過
程
と
対
応
し
、
深
く
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
と
も
あ
れ
国
有
林
経
営
の
右
に
み
た
過
程
に
よ

っ
て
、
国
有
林
と
地
元
農
民
と
の
問
に
は
、
地
主
対
農
民
の
関
係
と
並
ん
で
、
資
本
対
賃
労
働
の
関
係
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
う
し
て

地
元
農
民
の
労
働
カ
は
基
本
的
に
賃
労
働
に
転
化
し
、
有
償
・
無
償
い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
有
林
野
産
物
の
利
用
に
よ
っ
て
農
民
が
受

げ
と
る
贈
与
部
分
は
、
い
ま
や
農
民
の
義
務
人
夫
と
し
て
の
最
低
賃
金
水
準
を
条
件
づ
げ
、
そ
れ
を
補
完
す
る
現
物
賃
金
に
転
化
し
、

同
時
に
こ
の
低
賃
金
水
準
は
林
野
産
物
の
譲
与
を
条
件
づ
げ
る
も
の
と
な
る
。

　
し
か
し
、
本
格
的
な
資
本
主
義
化
を
開
始
し
た
国
有
林
経
営
と
賃
労
働
者
化
し
は
じ
め
た
地
元
農
民
と
の
問
の
こ
の
初
期
資
本
主

義
的
関
係
は
、
い
ま
や
地
元
農
民
の
階
層
分
解
に
よ
っ
て
全
く
新
た
な
展
開
を
促
迫
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
明

治
末
期
以
来
の
地
元
農
山
村
に
お
げ
る
農
民
層
分
解
の
進
展
は
、
一
方
で
は
国
有
林
野
産
物
の
利
用
を
地
主
・
富
農
・
中
農
層
に
集

中
さ
せ
、
他
方
で
は
国
有
林
へ
の
義
務
出
役
を
小
作
・
貧
農
層
に
集
中
し
て
き
た
が
、
こ
の
過
程
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
ご
く
少
数

の
上
層
農
民
へ
の
”
贈
与
〃
の
集
中
と
、
大
多
数
の
中
・
下
層
農
民
へ
の
義
務
人
夫
的
最
低
賃
金
（
農
村
的
低
賃
金
水
準
か
ら
贈
与
都

分
を
控
除
さ
れ
た
最
低
賃
金
）
の
集
中
が
進
展
し
た
過
程
に
他
な
ら
ず
、
こ
う
し
て
本
来
相
互
に
系
件
づ
け
ら
れ
て
い
た
産
物
の
譲
与

と
義
務
的
最
低
賃
金
と
は
、
農
民
層
の
分
解
に
対
応
し
て
上
下
二
極
に
分
裂
す
る
。
い
ま
や
小
作
・
貧
農
層
の
義
務
的
最
低
賃
金
を

条
件
づ
げ
て
い
る
の
は
、
地
元
農
山
村
内
部
で
は
地
主
・
富
農
層
の
産
物
利
用
に
他
な
ら
ず
、
こ
う
し
て
地
主
・
富
農
層
の
致
富
手

段
は
小
作
．
貧
農
層
の
賃
労
働
者
化
を
促
進
す
る
手
段
と
な
る
が
、
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
従
来
の
森
林
労
働
保
護
組
合
の
・
部

落
共
同
体
的
秩
序
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
国
有
林
経
営
１
１
地
主
経
営
の
基
礎
構
造
の
弛
緩
と
解
体
化
を
意
味
す
る
も
の
に
他
な
ら
た

い
。
こ
う
し
て
、
小
作
．
貧
農
層
を
中
心
と
す
る
農
民
層
の
広
範
な
賃
労
働
者
化
は
、
国
有
林
と
地
元
農
民
と
の
問
で
資
本
対
賃
労

働
の
関
係
を
ま
す
ま
す
強
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
さ
き
に
み
た
秋
田
国
有
林
の
造
林
賃
金
は
、
そ
の
労
働
力
の
担



い
手
た
る
小
作
・
盆
農
層
の
、
林
野
産
物
（
現
物
賃
金
）
に
ょ
っ
て
補
完
さ
れ
な
い
裸
の
義
務
的
最
低
賃
金
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ

こ
に
義
務
出
役
の
際
の
「
相
当
賃
金
」
が
最
低
辺
賃
金
で
あ
る
こ
と
の
核
心
的
意
義
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
↑
ｏ
　
森
林
労
働
保
護
組
合
の
変
貌

　
大
正
後
期
、
秋
田
国
有
林
の
地
元
山
村
で
は
、
森
林
労
働
保
護
組
合
が
さ
ま
ざ
ま
な
地
元
施
設
を
基
盤
に
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
名

称
と
特
徴
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
た
が
、
他
方
、
農
山
村
経
済
の
商
品
化
の
進
展
の
中
で
、
例
え
ぱ
製
炭
農
事
実
行
組
合
や
消
費
組

合
・
納
税
組
合
、
さ
ら
に
は
衛
生
組
合
た
ど
、
保
護
組
合
と
は
異
な
る
各
種
の
組
合
が
数
多
く
組
織
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
中
で

「
労
働
問
題
の
宣
伝
せ
ら
る
二
今
日
産
業
組
合
の
組
織
は
農
村
の
堅
実
な
る
発
達
を
計
る
上
に
・
於
て
物
質
上
は
勿
論
思
想
上
か
ら
云

ふ
て
も
望
ま
し
い
童
で
あ
る
と
信
ず
る
、
そ
れ
故
山
林
組
合
と
し
て
も
漸
次
之
を
善
導
す
る
意
味
か
ら
産
業
資
金
の
造
成
を
計
り
追

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
７
）

女
法
規
に
よ
ら
す
と
も
簡
易
な
信
用
購
買
組
合
と
し
遂
に
は
理
想
的
の
産
業
組
合
に
せ
ん
」
と
の
観
点
か
ら
、
当
面
林
業
関
係
の
各

種
の
組
合
を
合
わ
せ
て
多
面
的
な
性
格
を
も
っ
単
一
の
組
合
を
、
そ
れ
も
大
字
以
上
の
広
域
に
わ
た
っ
て
組
織
し
よ
う
１
い
う
動
き

が
み
え
は
じ
め
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
動
き
ぼ
、
全
般
的
危
機
の
開
始
の
下
、
日
本
資
本
主
義
が
本
格
的
に
独
占
資
本
主
義
段
階
に
移
行
し
、
半
封
建
的
地
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
８
）

制
の
危
機
が
深
ま
る
と
共
に
、
国
家
の
農
民
に
対
す
る
直
接
的
掌
握
が
し
だ
い
に
強
ま
る
過
程
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
三
〇
年

代
昭
和
恐
慌
期
の
農
山
漁
村
経
済
更
生
運
動
や
産
業
組
合
拡
充
計
画
に
連
な
っ
て
い
く
端
初
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
右
の
よ
う
な
動
き
を
示
す
一
事
例
と
し
て
山
形
県
最
上
郡
で
新
た
に
１
組
織
さ
れ
た
山
林
組
合
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
性
格
の
検
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ

を
通
じ
て
森
林
労
働
保
護
組
合
発
展
の
新
た
な
方
向
に
。
ふ
れ
て
お
こ
う
。

　
＊
　
最
上
郡
の
舟
形
署
管
内
で
は
、
明
治
以
来
の
各
種
部
落
組
合
を
基
礎
と
し
て
一
九
一
九
年
以
降
、
各
部
落
に
「
愛
林
組
合
」
が
組
織
さ
れ
て

　
　
　
　
国
有
林
に
蛤
け
る
労
働
組
織
の
形
成
と
展
開
嘗
（
奥
地
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
（
七
〇
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
．
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
（
七
一
〇
）

　
　
い
た
が
、
二
二
年
に
は
管
内
東
部
お
よ
び
西
部
地
域
で
各
々
八
五
名
、
八
○
名
の
組
合
代
表
を
集
め
て
組
合
長
協
議
会
が
開
か
れ
・
署
の
指
導

　
　
の
下
に
新
し
い
組
合
競
約
を
議
決
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
各
部
落
組
合
の
再
編
・
強
化
が
開
始
さ
れ
た
。
以
下
検
討
す
る
の
は
こ
の
事
例
で

　
　
あ
り
、
特
に
注
記
し
な
い
か
ぎ
り
、
揚
約
を
含
め
て
引
用
は
「
舟
彩
小
林
区
署
愛
林
組
合
改
造
協
議
会
に
付
て
」
（
『
林
曹
会
報
』
一
九
二
二
年

　
　
六
月
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
新
た
に
組
織
さ
れ
た
組
合
は
、
森
林
労
働
保
護
組
合
と
し
て
の
従
来
的
側
面
と
全
く
新
し
い
側
面
と
を
も
っ
て
い
た
が
、
ま
ず
そ

の
従
来
的
側
面
は
っ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
ず
「
本
組
合
ハ
山
林
ヲ
基
礎
ト
シ
部
落
民
共
同
ノ
福
利
ヲ
増
進
セ
ソ
ト
ス
ル
モ
ノ
」
（
規
約
第
一
条
）
で
あ
り
、
国
有
林
が
背
後

に
退
き
、
地
域
の
山
林
一
般
が
前
面
に
出
て
い
る
の
が
一
っ
の
特
徴
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
そ
の
基
軸
を
た
す
性
格
は
・
　
「
林
産
物

ノ
購
買
販
売
及
分
配
」
（
第
十
一
条
の
一
　
以
下
、
十
一
－
１
の
よ
う
に
省
略
）
、
つ
ま
り
旧
来
の
慣
行
に
も
と
づ
い
て
国
有
林
か
ら
薪

炭
原
木
な
ど
の
払
下
げ
を
受
げ
、
こ
の
恩
恵
に
対
し
て
農
民
が
「
造
林
土
木
事
業
ノ
受
託
」
（
十
一
１
３
）
を
は
じ
め
と
す
る
諸
々
の

義
務
を
負
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
組
合
員
が
負
っ
た
義
務
は
き
わ
め
て
広
範
で
あ
り
、
ま
ず
保
護
義
務
に
っ
い
て
は
「
組
合
長
ハ
林
区
署
ト
協
議
ノ
上
必
要
期
問
内

看
守
人
ヲ
配
置
シ
縁
故
国
有
林
及
公
私
有
林
ヲ
保
護
ス
ル
」
（
一
五
１
８
）
こ
と
を
は
じ
め
、
．
「
組
合
員
ハ
一
切
ノ
不
正
反
法
行
為
ヲ

為
サ
ザ
ル
ハ
勿
論
…
」
（
一
五
１
、
）
、
「
森
林
原
野
ノ
火
災
予
防
二
努
メ
且
ツ
平
素
部
落
消
防
組
ト
協
定
シ
置
キ
若
シ
災
害
発
生
シ

タ
ル
場
合
ハ
卒
先
消
火
二
努
ム
ル
」
（
同
３
）
と
共
に
「
犯
罪
ア
ル
コ
ト
ヲ
発
見
又
ハ
御
知
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
速
二
組
合
長
二
申
告
シ
」

（
同
２
）
、
い
ず
れ
の
場
合
も
「
組
合
長
ハ
民
有
林
二
就
テ
ハ
警
察
官
吏
二
国
有
林
二
就
テ
ハ
林
区
署
官
吏
二
直
チ
ニ
報
告
」
し
な
げ

れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
。
森
林
に
対
す
る
保
護
義
務
は
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
内
容
・
地
域
範
囲
と
も
き
わ
め
て
広
範
で
あ
り
・
こ
こ
に

み
ら
れ
る
の
は
森
林
を
め
ぐ
る
保
護
．
警
察
機
構
の
最
末
端
機
関
と
し
て
の
組
合
で
あ
り
、
す
べ
て
の
組
合
員
が
地
域
ぐ
る
み
で
負



っ
て
い
た
国
公
私
有
林
野
に
対
す
る
ほ
と
ん
ど
無
制
限
の
保
護
義
務
に
１
他
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
と
共
に
組
合
員
は
出
役
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
組
合
が
国
有
林
た
ど
か
ら
「
造
林
土
木
事
業
ノ
受
託
」
を
行
な
っ
た
場
合
や

「
林
区
署
各
種
事
業
実
塩
二
際
シ
出
役
ノ
通
達
ヲ
受
ヶ
タ
ル
場
合
ハ
成
ル
可
ク
家
業
ヲ
差
繰
リ
之
二
応
ス
ル
」
（
一
五
１
６
）
義
務
が

あ
っ
た
・
当
時
は
国
有
林
造
林
事
業
の
他
、
公
有
林
野
官
行
造
林
が
開
始
さ
れ
、
ま
た
私
有
林
か
ら
の
受
託
も
は
じ
め
ら
れ
て
い
た

の
で
・
地
元
農
民
が
こ
れ
ら
の
す
べ
て
に
出
役
す
る
こ
と
は
、
義
務
の
強
弱
（
賃
金
の
高
低
）
は
別
と
し
て
も
決
し
て
容
易
な
こ
と
で

は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
官
行
造
林
の
場
合
で
も
、
　
「
造
林
事
業
に
経
験
乏
し
き
を
以
て
、
可
成
、
同
一
人
を
継
続
使
用
し
度
し
。
十

一
年
度
の
実
行
状
況
を
見
る
に
、
賃
金
等
の
関
係
に
依
り
、
進
ん
で
出
役
す
る
も
の
少
な
く
役
場
等
よ
り
各
戸
に
出
役
を
割
当
て
漸

く
所
要
の
人
員
を
得
る
が
如
き
状
況
に
し
て
、
従
っ
て
出
役
者
日
々
交
替
す
る
為
め
、
仕
事
に
習
熟
す
る
違
無
く
、
功
程
亦
挙
ら
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
９
）

る
結
果
を
来
せ
る
に
依
り
、
希
く
は
可
成
同
一
人
を
継
続
し
て
、
少
く
と
も
数
日
問
出
役
す
る
様
習
慣
っ
げ
ら
れ
度
し
」
と
い
う
の

が
署
の
方
針
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
地
元
農
民
か
ら
す
れ
ぱ
、
出
役
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
イ
行
造
林
事
業
だ
げ
で
は
な
か
っ

た
し
・
ま
た
・
　
「
植
付
実
行
期
間
（
主
と
し
て
秋
季
　
　
筆
者
）
は
…
－
一
時
に
１
多
数
の
労
働
者
を
要
す
、
而
も
農
繁
期
に
際
会
す
る

が
為
め
」
農
民
の
家
業
と
の
”
差
繰
リ
〃
は
困
難
を
き
わ
め
、
さ
ら
に
ー
「
部
落
と
造
林
地
と
の
距
離
、
遠
隔
な
る
場
合
は
往
復
の
為

め
に
時
問
を
空
費
し
、
且
っ
疲
労
を
来
す
が
故
に
、
斯
か
る
場
合
は
山
泊
り
の
上
、
実
行
す
べ
き
に
依
り
、
此
点
も
亦
予
め
、
出
役

者
に
注
意
せ
ら
れ
度
し
。
…
…
秋
季
は
目
短
く
、
天
侯
不
良
な
る
為
め
、
一
層
能
率
挙
ら
ず
、
為
め
に
、
造
林
費
も
多
額
を
要
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
９
）

境
遇
に
あ
る
を
以
て
、
山
泊
は
是
非
共
出
役
者
の
諒
解
を
得
て
実
行
し
た
き
に
付
き
周
知
せ
し
め
ら
れ
度
し
」
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

地
元
農
民
の
出
役
義
務
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
勿
論
一
方
で
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
出
役
義
務
を

よ
り
多
く
負
担
す
る
小
作
・
貧
農
層
が
増
加
し
っ
っ
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
彼
ら
と
て
も
基
本
的
に
・
は
あ
く
ま
で
農
民
で
あ
り
、
す

　
　
　
国
有
林
に
お
け
る
労
働
組
織
の
彩
成
と
展
開
嘗
（
奥
地
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
（
七
一
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
（
七
二
一
）

べ
て
の
義
務
労
働
を
一
身
に
担
う
こ
と
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
っ
た
。
大
正
後
期
の
東
北
山
村
で
は
、
造
林
部
面
で
半
農
型
労
働

者
を
多
数
析
出
す
る
ほ
ど
に
は
、
農
民
層
の
分
解
と
そ
の
賃
労
働
者
化
は
未
だ
進
展
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
組
合
は
、
右
の
よ
う
な
広
範
な
義
務
を
農
民
に
履
行
さ
せ
る
べ
き
系
統
機
構
を
も
っ
て
い
た
。
組
合
は
営
林
署
の
監
督
の
下
、
組

合
長
の
指
揮
に
よ
っ
て
「
評
議
員
」
　
　
　
「
評
議
員
ハ
各
区
内
ヨ
リ
一
名
宛
其
区
内
組
合
員
之
ヲ
選
挙
ス
」
（
六
１
２
）
　
　
を
通
じ

て
そ
れ
を
執
行
し
た
の
で
あ
り
、
　
「
組
合
員
ハ
総
会
及
役
員
会
ノ
決
議
ニ
ハ
絶
対
二
服
従
ス
ル
ノ
義
務
ヲ
負
フ
」
（
一
五
ｌ
ｕ
）
て
お

り
、
そ
し
て
、
「
会
議
ノ
決
議
二
服
従
セ
ス
又
ハ
組
合
ノ
業
務
ヲ
妨
ク
ル
行
為
ア
ル
ト
キ
」
は
「
役
員
会
ノ
決
議
ニ
ョ
リ
之
ヲ
除
名
」

（
：
ハ
ー
１
）
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
農
民
の
国
公
私
有
林
に
対
す
る
義
務
履
行
上
の
責
任
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
連
帯

責
任
で
あ
っ
た
。
す
で
に
国
有
林
野
委
託
規
則
（
一
八
九
九
年
）
は
「
受
託
者
タ
ル
市
町
村
又
ハ
市
町
村
ノ
一
部
ノ
住
民
委
託
林
野
二

損
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ト
キ
ハ
受
託
者
ハ
之
ヲ
賠
償
ス
ル
ノ
責
二
任
ス
」
と
明
記
し
て
い
た
が
、
当
組
合
で
も
そ
の
上
に
立
っ
て
、
国
公

私
有
林
に
対
し
て
「
本
組
合
行
為
ノ
利
害
ハ
組
合
員
全
体
ノ
責
任
」
（
一
五
１
７
）
で
あ
り
、
ま
た
組
合
に
対
し
て
「
組
合
員
ハ
一
切

ノ
不
正
反
法
行
為
ヲ
為
サ
ザ
ル
ハ
勿
論
其
家
族
傭
人
二
対
シ
テ
モ
亦
責
任
ヲ
以
テ
為
サ
シ
メ
サ
ル
コ
ト
」
（
一
五
－
１
）
が
義
務
で
あ

っ
た
。
大
正
も
後
期
に
な
る
と
組
合
の
秩
序
は
大
き
く
弛
緩
し
て
く
る
が
、
し
か
し
右
の
義
務
と
責
任
の
構
造
は
一
片
の
規
則
で
は

勿
論
な
か
’
っ
た
。
東
北
山
村
に
あ
っ
て
は
、
林
野
は
農
民
生
存
の
不
可
欠
の
一
基
盤
で
あ
り
、
林
野
利
用
を
ぬ
き
に
し
て
地
元
山
村

の
生
存
は
な
く
、
組
合
を
ぬ
き
に
し
て
農
民
の
生
存
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
農
民
が
農
民
と
し
て
生
存
す
る
た
め
に
は
、

慣
行
的
な
林
野
利
用
を
固
守
し
な
げ
れ
ぽ
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
右
に
み
た
す
べ
て
の
義
務
を
組
合
に
あ
っ
て
は
す
べ
て
の
部
落

に
、
部
落
に
あ
っ
て
は
す
べ
て
の
家
に
、
家
に
あ
っ
て
は
家
族
の
す
べ
て
に
遵
守
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。
国
有
林
経
営
は
こ
う
し

て
、
明
治
以
降
っ
ね
に
上
か
ら
組
合
を
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
部
落
共
同
体
的
秩
序
１
１
観
制
と
重
畳
し
っ
っ
そ
れ
を
利
用
し
、
そ



の
意
志
を
す
べ
て
の
農
民
に
浸
透
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
構
造
は
容
易
に
崩
壊
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
舟
形
地
域
の
新
た
な
組
合
は
、
以
上
の
よ
う
な
従
来
的
側
面
　
　
と
い
っ
て
も
国
有
林
経
営
の
範
囲
を
こ
え
て
広
域
化
し

て
い
る
面
を
含
ん
で
い
る
が
　
　
と
共
に
、
よ
り
新
し
い
側
面
を
も
っ
て
い
た
。

　
こ
の
組
合
の
新
し
い
側
面
は
第
一
に
ー
、
そ
れ
が
た
ん
な
る
山
林
組
合
に
と
ど
ま
ら
ず
、
将
来
は
信
用
購
買
事
業
を
中
心
に
産
業
組

合
に
発
展
し
て
い
く
志
向
性
を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
組
合
規
約
の
「
将
来
積
立
金
相
当
額
二
達
シ
基
礎
確
実

ノ
見
込
樹
チ
タ
ル
ト
キ
ハ
産
業
組
合
法
ニ
ョ
ル
組
合
二
組
織
ヲ
変
更
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
（
第
三
一
条
）
で
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

目
標
の
た
め
に
「
本
組
合
二
於
テ
為
ス
ヘ
キ
業
務
」
（
第
十
一
条
）
と
し
て
、
　
「
一
、
林
産
物
ノ
購
買
販
売
及
分
配
」
、
「
三
、
造
林
土

木
事
業
ノ
受
託
」
の
他
に
■
、
　
「
二
、
製
炭
、
伐
木
、
造
材
、
運
材
」
お
よ
び
「
七
、
産
業
助
成
二
必
要
ナ
ル
種
苗
、
器
具
、
機
械
ノ

紹
介
」
を
掲
げ
る
一
方
、
組
合
の
「
目
的
」
（
第
一
条
）
で
は
「
四
、
産
業
資
金
ノ
造
成
」
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
第
一

条
第
四
号
ノ
目
的
ヲ
達
成
ス
ル
為
メ
当
分
左
記
金
額
ヲ
備
蓄
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
（
第
十
二
条
）
と
し
て
、
　
「
一
、
購
買
林
産
物
ハ
自
家

用
蚊
細
民
稼
用
ヲ
除
キ
タ
ル
残
余
物
件
ノ
利
益
、
二
、
事
業
ノ
受
託
二
就
テ
ハ
利
益
ノ
全
部
、
三
、
官
行
直
営
事
業
ノ
出
役
ノ
場
合

ハ
稼
高
ノ
百
分
ノ
五
…
…
、
四
、
組
合
員
ハ
毎
年
一
月
及
七
月
二
於
テ
金
壱
円
ヅ
ツ
積
立
ツ
ル
モ
ノ
ト
ス
、
」
と
し
、
組
合
業
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ

の
画
期
的
な
拡
大
と
、
強
度
の
蓄
積
・
賦
課
と
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
＊
　
ち
な
み
に
、
「
積
立
金
」
の
蓄
積
は
大
正
期
に
は
、
他
地
方
で
も
広
範
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ぱ
、
長
野
．
上
田
署
管
内
の
「
大

　
　
出
愛
林
団
」
で
は
、
す
で
に
一
九
一
三
年
の
「
内
則
」
で
「
第
十
七
条
積
立
金
ハ
請
負
事
業
ノ
純
益
金
若
シ
ク
ハ
林
産
物
特
売
ケ
所
二
対
ス
ル

　
　
純
益
金
ヲ
以
テ
ス
」
と
し
、
一
五
年
に
は
「
第
六
条
純
益
金
ノ
配
当
ヲ
定
ム
ル
事
左
ノ
如
シ
／
利
益
金
中
ノ
五
割
ハ
役
員
二
一
割
ハ
団
員
二
分

　
　
配
シ
残
額
旺
割
ハ
積
立
金
ト
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス
」
に
、
さ
ら
に
二
二
年
に
は
「
第
六
条
純
益
金
ノ
処
分
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ
　
一
、
総
利
益

　
　
ノ
四
割
ハ
団
体
ノ
積
立
金
ト
ス
、
二
、
残
額
六
割
ハ
其
年
度
内
事
業
出
役
日
数
二
比
例
シ
テ
勤
勉
ノ
団
員
二
按
分
賞
与
ス
但
シ
此
賞
与
金
ハ
各

　
　
　
国
有
林
に
お
げ
る
労
働
組
織
の
形
成
と
展
開
嘗
（
奥
地
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
（
七
二
二
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
（
七
一
四
）

　
　
人
名
儀
ノ
据
置
貯
金
ト
ナ
シ
解
散
ノ
際
払
渡
ス
モ
ノ
ト
ス
」
と
変
更
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
熊
本
・
長
崎
署
管
内
で
は
一
九
年
の
「
国
有
林
保

　
　
護
組
合
規
約
」
で
「
第
二
十
一
条
積
立
金
は
左
の
区
別
に
従
ひ
徴
収
す
　
一
、
組
合
加
入
者
は
金
拾
銭
を
積
立
っ
る
こ
と
、
二
、
組
合
に
於
て

　
　
国
有
林
産
物
の
特
売
を
受
け
た
る
と
き
は
其
の
払
下
代
金
の
一
割
以
内
積
立
っ
る
こ
と
、
三
、
組
合
に
於
て
事
業
の
講
負
を
な
し
請
負
金
の
一

　
　
部
若
く
は
全
部
を
積
立
つ
る
こ
と
、
四
、
有
志
其
他
の
寄
附
を
受
け
又
違
約
金
を
積
立
っ
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
（
『
研
修
』
一
九
一
九
年
九

　
　
月
・
第
一
九
号
）
。

　
当
時
の
東
北
農
山
村
で
は
、
明
治
末
か
ら
の
度
重
な
る
凶
作
、
そ
れ
に
っ
づ
く
大
戦
中
の
物
価
騰
貴
と
米
価
の
暴
落
、
戦
後
恐
慌

に
よ
る
養
蚕
の
壊
減
的
打
撃
と
そ
の
後
の
慢
性
的
不
況
の
中
で
農
民
経
済
は
極
度
に
窮
乏
化
し
、
他
方
で
は
労
働
争
議
に
つ
づ
く
小

作
争
議
の
激
発
と
半
封
建
的
地
主
制
の
動
揺
、
農
民
層
の
都
市
へ
の
流
出
と
還
流
、
労
働
間
題
の
農
山
村
へ
の
波
及
等
の
中
で
「
東

北
振
興
」
間
題
が
大
き
く
杜
会
間
題
化
し
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
中
で
国
有
林
経
営
の
地
元
第
一
線
担
当
者
が
主
と
し
て
国
有
林
野

返
還
論
に
対
す
る
防
衛
と
地
元
農
山
村
秩
序
の
維
持
、
　
「
中
産
保
護
」
と
「
自
力
更
生
」
等
の
観
点
か
ら
打
ち
出
し
た
の
が
、
こ
こ

に
み
る
山
林
組
合
の
産
業
組
合
へ
の
「
善
導
」
策
に
他
な
ら
た
い
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
組
合
規
約
で
は
国
有
林
が
全
面
的
に
背
後

に
退
き
、
公
有
林
・
私
有
林
を
含
め
て
山
林
一
般
・
林
産
物
一
般
が
間
題
と
さ
れ
、
　
「
部
落
有
林
野
ノ
整
理
統
一
ヲ
促
進
シ
之
ヵ
造

林
二
努
ム
ル
コ
ト
」
（
一
五
１
９
）
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
組
合
事
業
の
範
囲
の
拡
大
と
高
い
蓄
積
・
賦
課
を
観
定
す

る
一
方
、
　
「
組
合
員
ハ
林
産
物
ノ
利
用
ヲ
集
約
ニ
シ
且
消
費
ノ
節
約
ヲ
旨
ト
ス
ル
コ
ト
」
（
一
五
１
１
５
）
や
「
林
産
物
ノ
自
給
自
足
」

（
一
１
２
）
が
う
た
わ
れ
て
い
る
点
に
も
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
新
た
た
側
面
の
第
二
は
、
こ
の
「
善
導
」
策
が
小
作
・
貧
農
層
を
対
象
と
し
、
　
「
多
少
杜
会
政
策
の
意
味
を
加
へ
て
可
成
細
民
仙

救
の
方
針
」
を
と
り
い
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
観
約
は
「
細
民
」
に
対
し
て
は
、
　
「
官
行
直
営
事
業
ノ
出
役
ノ
場
合
ハ
稼
高
ノ
百

分
ノ
五
」
の
賦
課
と
毎
年
二
回
の
「
壱
円
ヅ
ツ
積
立
」
と
を
「
但
細
民
ハ
役
員
会
ノ
決
議
ニ
ョ
リ
減
免
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
（
二
丁
３



・
４
）
と
し
、
「
細
民
児
童
ノ
教
育
費
補
助
」
（
十
一
１
５
）
を
行
な
う
一
方
、
と
く
に
「
細
民
二
対
ス
ル
授
業
」
（
十
一
１
４
）
を
重
視

し
、
　
「
本
組
合
二
於
テ
払
下
ヲ
受
ケ
タ
ル
国
有
林
野
産
物
ノ
分
配
」
の
「
順
位
」
も
「
一
、
組
合
員
各
自
燃
料
、
二
、
細
民
稼
料
、

三
、
産
業
資
金
造
成
資
料
」
（
第
一
三
条
）
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
　
「
組
合
員
ハ
分
配
ヲ
受
ケ
タ
ル
資
料
ヲ
窓
二
転
売
譲
与
ス

ル
コ
ト
ヲ
得
ス
若
シ
不
要
ナ
ル
ト
キ
ハ
組
合
二
返
戻
シ
該
当
原
価
ノ
払
戻
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
ト
ス
」
（
第
一
四
条
）
と
し
て
二
部
資
産

家
」
の
商
人
的
支
配
を
多
少
と
も
抑
え
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
窮
乏
し
解
体
し
つ
つ
あ
る
大
多
数
の
地
元
農
民
の
経
営

と
生
活
に
対
し
て
、
当
面
二
部
資
産
家
」
の
利
益
追
求
を
抑
え
、
部
落
農
民
の
最
下
層
に
あ
る
「
細
民
」
に
何
程
か
の
救
位
策
、

わ
け
て
も
「
授
業
」
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
元
部
落
経
済
の
崩
壊
を
く
い
と
め
、
森
林
労
働
保
護
組
合
の
組
織
と
秩
序
を
維
持

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
従
来
の
組
合
に
は
み
ら
れ
な
い
、
ま
た
他
地
方
で
も
み
ら
れ
な
い
新
た
な
側
面
で
あ
っ
た
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
新
た
な
「
自
力
更
生
」
策
や
「
杜
会
政
策
」
や
救
位
策
は
、
大
多
数
の
小
作
・
貧
農
層
の
経
済
的
更
生
や
救

済
そ
れ
自
体
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
勿
論
な
く
、
彼
ら
に
対
し
て
国
有
林
だ
げ
で
な
く
公
私
有
林
を
も
含
め
て
広
く
林
野
利
用
を

は
じ
め
と
す
る
「
授
業
」
や
副
業
を
与
え
っ
っ
、
彼
ら
の
経
営
と
生
活
の
全
面
的
崩
壊
を
く
い
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
労
働

力
を
国
有
林
野
地
元
部
落
に
繋
ぎ
と
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
有
林
経
営
発
展
の
た
め
の
”
低
廉
に
し
て
能
率
の
昇
る
善
良
な
る
〃
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

働
力
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
・
　
ち
な
み
に
当
時
の
貴
島
造
林
課
長
は
山
形
県
治
水
山
林
会
総
会
の
席
上
で
、
労
働
力
の
流
出
を
慨
嘆
し
た
後
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
要
す
る
に
其
土
地
に
執
着
す
る
種
子
と
な
っ
て
ゐ
た
不
動
産
却
ち
土
地
を
有
し
な
い
処
の
農
民
が
増
加
し
た
こ
と
二
農
業
が
不
安
定
な
も
の

　
　
に
な
っ
て
其
経
済
が
困
し
く
な
っ
た
と
云
ふ
こ
と
が
農
業
忌
避
者
の
輩
出
す
る
重
た
る
原
因
で
あ
ら
う
と
思
ふ
故
に
之
れ
が
対
策
と
し
て
農
民

　
　
を
し
て
其
郷
土
に
安
定
せ
し
む
る
為
め
に
は
何
か
適
当
な
る
不
動
産
を
与
え
る
こ
と
、
…
…
而
し
て
一
面
に
は
彼
等
に
適
当
な
る
副
業
を
授
け

　
　
て
其
経
済
を
補
ふ
の
途
を
講
ず
る
こ
と
が
最
も
必
要
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
／
森
林
の
造
成
は
即
ち
最
も
此
目
的
に
好
適
す
る
も
の
で
あ
る
…

　
　
　
　
国
有
林
に
お
け
る
労
働
組
織
の
彩
成
と
展
開
嘗
（
奥
地
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
（
七
一
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
（
七
一
六
）

　
　
／
公
有
林
野
官
行
造
林
の
実
施
は
斯
く
の
如
き
森
林
を
容
易
に
市
、
町
、
村
に
得
せ
し
む
る
方
法
で
あ
る
、
…
…
又
白
分
は
農
村
に
於
げ
る
支

　
　
配
階
級
で
あ
り
、
地
主
階
級
で
あ
る
諸
君
が
官
行
林
と
同
一
の
仕
組
で
或
は
森
林
組
合
を
作
り
又
は
個
人
と
し
て
所
有
の
土
地
を
提
供
し
、
多

　
　
数
小
作
人
の
組
合
た
り
又
は
数
人
の
個
人
と
契
約
し
て
収
益
分
収
の
方
法
に
依
り
て
植
林
を
さ
れ
て
其
所
有
権
の
半
ぱ
を
彼
等
に
ー
得
せ
し
め
ら

　
　
る
二
な
ら
ぱ
小
作
人
等
は
将
来
自
家
財
産
の
増
大
を
楽
し
み
に
安
ん
じ
て
諾
君
の
本
業
た
る
農
業
労
働
に
安
定
す
る
こ
と
で
あ
ら
ふ
と
思
ふ
」

　
　
　
　
「
農
業
労
働
移
動
の
趨
勢
と
之
れ
が
対
策
と
し
て
の
林
業
」
（
『
林
曹
会
報
』
一
九
二
一
年
十
一
月
）
一
二
～
一
三
頁
。

　
　
　
小
作
人
等
の
「
安
定
」
を
必
要
と
し
た
の
は
、
な
に
も
農
業
の
「
地
主
階
級
」
だ
げ
で
は
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
国
有
林
経
営
の
た
め
の
”
労
力
の
供
給
が
潤
沢
で
円
満
に
行
な
わ
れ
る
”
こ
と
は
、
農
業
危
機
の
深
化
の
下
、
農
異
層

分
解
の
進
展
に
も
と
づ
く
部
落
共
同
体
の
解
体
化
、
商
品
経
済
の
浸
透
に
と
も
な
う
各
種
副
業
機
会
の
増
大
、
出
稼
ぎ
の
増
大
等
の

情
況
下
に
あ
っ
て
は
、
も
は
や
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
国
有
林
造
林
事
業
へ
の
出
役
の
割
当
て
方
に
つ
い

て
も
、
従
来
の
よ
う
な
い
わ
ば
各
戸
平
等
割
り
を
「
原
則
」
と
す
る
の
で
は
な
く
、
国
有
林
野
産
物
の
分
配
を
よ
り
多
く
受
げ
た
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

国
有
林
野
へ
の
依
存
度
の
よ
り
大
き
い
者
に
、
出
役
も
よ
り
多
く
負
担
さ
せ
る
と
い
う
対
策
も
一
部
で
採
ら
れ
は
じ
め
て
い
た
。
こ

う
し
た
対
策
は
、
国
有
林
経
営
が
そ
の
労
働
カ
の
需
給
事
情
、
わ
げ
１
て
も
造
林
事
業
の
季
節
的
最
繁
忙
期
の
需
給
事
晴
の
逼
迫
に
対

応
し
て
、
人
夫
出
役
階
層
の
中
農
層
以
上
へ
の
拡
大
を
ね
ら
っ
た
も
の
と
み
て
よ
い
が
、
し
か
し
、
こ
う
し
た
方
向
は
農
民
層
の
分

解
、
そ
の
賃
労
働
者
化
を
一
層
促
進
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
結
局
の
と
こ
ろ
そ
の
労
働
力
の
調
達
方
式
、
組
合
の
基
本
的
な
組
織
原

則
を
崩
壊
に
導
く
他
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
＊
　
例
え
ば
、
寒
河
江
管
内
の
立
木
部
落
（
西
村
山
郡
西
五
百
川
村
）
で
は
、
．
「
木
地
業
の
如
き
、
養
蚕
業
の
如
き
、
又
草
履
表
製
作
の
如
き
有

　
　
利
な
る
各
種
産
業
の
勃
興
と
共
に
郡
内
殊
に
山
間
部
に
於
て
は
労
力
が
益
々
不
足
を
来
し
、
国
有
林
事
業
の
如
き
比
較
的
賃
金
の
低
廉
な
る
事

　
　
業
に
あ
り
て
は
出
役
を
好
ま
ず
、
山
林
組
合
が
あ
っ
て
も
組
合
規
約
の
如
き
は
常
に
破
れ
勝
ち
な
状
態
で
あ
る
…
…
下
級
労
働
者
の
内
に
は
国

　
　
有
林
と
部
落
の
関
係
と
か
部
落
の
将
来
と
か
云
ふ
こ
と
に
付
て
は
余
り
了
解
し
て
居
な
い
結
果
と
、
一
方
部
落
間
に
於
て
出
役
人
夫
の
割
当
等
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０
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持
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皿

払

平

計

役

葉

言
囲

般

材

民

出

製
借
桑

一

薪
馬
区

　
　
　
　
　
　
割
）

　
　
　
　
　
　
の
る

　
　
　
　
　
　
て
あ

　
　
　
　
　
　
し
で

　
　
　
　
　
役
と
込

　
　
　
ス
　
出
の
見

　
　
　
付
　
　
テ
も
る

　
　
　
ヲ
　
　
シ
る
す

　
ス
ス
級
　
ト
す
要

　
付
付
等
　
務
要
を

　
ヲ
ヲ
テ
　
義
を
人

　
級
級
リ
）
ル
夫
百

　
等
等
ヨ
地
ス
人
八

。
リ
リ
ニ
定
対
の
約

り
ヨ
ヨ
量
限
二
人
際

よ
ニ
ニ
ノ
草
林
干
実

）
小
少
用
採
有
年
は

月
大
多
売
（
国
ケ
年

８
ノ
ノ
ハ
人
同
一
本

年
積
数
又
下
一
は
（

２
４
面
貫
用
払
民
之
る

１
９
地
下
家
草
落
し
あ

（
借
払
自
生
部
但
で

靭
）
－
－
－
－
）
合

会
に
ｏ
帽
は
伍
崎

鰐
〕１｛

）２｛

が
公
平
で
な
い
結
果
」
、
「
労
働
観
念
の
進
ん
で
来
る
と
共
に
１
林
区
署
の
各

種
事
業
に
要
す
る
労
働
者
の
供
給
に
」
困
難
を
き
た
し
た
と
し
て
、
表
の

よ
う
な
「
出
役
歩
合
」
を
定
め
さ
せ
て
い
る
。

　
そ
の
結
果
、
　
「
出
役
種
目
に
関
係
が
多
い
程
二
戸
当
要
出
役
人
夫
数
が

多
く
な
る
、
最
も
多
く
負
担
す
る
者
は
四
〇
・
三
人
、
一
番
少
い
者
で
区

民
平
等
割
の
四
・
五
人
で
あ
る
、
之
は
分
教
場
の
先
生
の
割
当
で
あ
る
」

（
も
っ
と
も
、
先
生
の
分
は
山
林
組
合
長
が
代
っ
て
負
担
し
て
い
る

筆
者
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
　
「
部
落
に
は
人
夫
出
役
簿
を

作
り
山
林
組
合
長
が
之
を
管
理
し
て
毎
目
の
出
役
を
記
帳
し
割
当
て
ら
れ

た
る
歩
合
の
人
夫
が
出
た
か
否
か
を
整
理
し
て
置
く
、
而
し
て
農
家
の
繁

閑
却
ち
季
節
に
依
り
出
役
に
不
同
を
来
す
こ
と
が
あ
る
か
ら
季
節
に
依
り

出
役
に
分
を
付
け
る
、
即
ち
一
人
の
出
役
に
対
し
て
春
は
一
人
二
分
、
夏

は
一
人
一
分
、
秋
は
一
人
、
冬
は
九
分
と
し
て
計
算
す
る
…
…
人
夫
出
役

の
決
算
期
は
毎
年
旧
十
二
月
十
七
目
に
定
め
右
様
の
計
算
に
依
り
各
戸
の

割
当
に
過
不
足
あ
る
場
合
は
一
目
に
付
七
十
銭
を
不
足
出
役
者
よ
り
徴
収

し
過
出
役
者
に
支
払
ふ
こ
と
に
極
め
て
居
る
、
只
多
忙
な
者
で
一
日
七
十

銭
を
提
供
し
て
も
出
役
を
免
れ
た
い
と
云
ふ
者
も
出
る
か
ら
之
等
に
対
し
て
は
組
合
長
が
常
に
１
注
意
し
又
各
白
も
亦
か
二
る
こ
と
の
な
い
様
に
１

互
に
相
戒
め
て
居
る
」
の
で
あ
る
。
　
　
「
立
木
部
落
に
於
け
る
官
役
人
夫
の
出
役
に
就
て
」
（
『
林
曹
会
報
』
一
九
二
四
年
八
月
）
三
〇
～
三

二
頁
。

　
こ
の
時
期
の
出
役
人
夫
”
確
保
〃
の
困
難
は
、
他
の
国
有
林
地
帯
で
も
大
き
な
間
題
で
あ
っ
た
。
例
え
ぱ
、
さ
き
の
「
大
出
愛
林
団
」
（
長

野
）
で
も
、
二
六
年
の
「
臨
時
総
会
決
議
」
で
は
、
　
「
第
壱
条
出
役
人
夫
ノ
割
当
及
人
夫
賞
与
ノ
割
当
二
関
ス
ル
件
／
第
一
項
…
…
割
当
ヲ
受

ケ
タ
ル
モ
ノ
ハ
万
障
ヲ
差
繰
リ
誠
意
ヲ
以
テ
出
役
ス
ル
コ
ト
／
第
二
項
人
夫
賞
与
ノ
割
当
ハ
人
夫
賞
与
予
算
総
額
ノ
七
分
ヲ
出
役
目
数
二
配
分

シ
三
分
ハ
団
体
長
及
担
当
ソ
ノ
成
績
ヲ
考
査
シ
適
当
二
配
分
ス
ル
コ
ト
／
第
弐
条
特
売
山
ノ
配
分
二
関
ス
ル
件
特
売
山
ノ
配
分
ハ
ソ
ノ
前
年
度

　
　
国
有
林
に
お
げ
る
労
働
組
織
の
彬
成
と
展
開
員
（
奥
地
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
（
七
一
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ニ
ハ
（
七
一
八
）

　
　
二
於
ヶ
ル
前
条
第
二
項
ノ
成
績
二
依
リ
テ
配
分
ス
ル
コ
ト
」
と
し
て
、
さ
き
の
立
木
部
落
と
は
逆
に
、
出
役
目
数
の
多
い
者
に
特
発
山
も
賞
与

　
　
も
多
く
配
分
す
る
こ
と
に
決
め
た
が
、
し
か
し
二
九
年
一
月
の
改
訂
観
約
で
は
「
第
二
二
条
営
林
署
ヨ
リ
特
売
ヲ
受
ヶ
タ
ル
物
件
ハ
団
員
間
二

　
　
於
テ
平
等
二
之
レ
ヲ
分
配
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
変
更
し
、
産
物
利
用
と
人
夫
出
役
の
問
の
関
係
は
山
村
経
済
の
激
動
の
中
で
右
に
左
に
揺
れ
動

　
　
い
て
い
る
。
　
　
　
「
大
出
愛
林
団
」
の
一
連
の
規
約
に
っ
い
て
は
、
拙
稿
『
国
有
林
地
帯
に
お
げ
る
森
林
組
合
の
発
展
条
件
に
関
す
る
研
究
』

　
　
（
林
野
庁
・
一
九
七
四
年
）
の
巻
末
附
録
を
参
照
。

　
以
上
に
み
ら
れ
る
国
有
林
経
営
の
労
働
力
調
達
方
式
の
新
た
な
変
容
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
激
し
い
経
済
的
窮
乏
の
中
で
解
体
し
、

各
種
の
副
業
に
拡
散
し
、
出
稼
ぎ
、
さ
ら
に
は
離
村
の
「
危
機
」
に
ひ
ん
し
て
い
る
部
落
の
中
・
下
層
農
民
層
、
わ
げ
て
も
小
作
．

貧
農
層
、
あ
る
い
は
「
細
民
」
、
「
下
級
労
働
者
」
に
対
し
て
、
国
有
林
野
産
物
の
利
用
を
は
じ
め
各
種
の
「
授
業
」
を
”
優
先
的
〃

に
分
配
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
を
地
元
部
落
に
ー
繋
ぎ
と
め
、
か
く
し
て
彼
ら
の
労
働
力
を
最
底
辺
の
就
労
機
会
で
あ
る
国
有
林
の

義
務
人
夫
に
再
編
・
組
織
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
地
主
的
労
働
力
政
策
の
補
強
策
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　
新
し
い
組
合
は
以
上
の
よ
う
な
諸
側
面
を
も
ち
っ
っ
、
そ
の
組
織
範
囲
を
広
域
化
し
、
　
「
小
戸
数
の
散
在
し
て
一
部
落
を
為
す
土

地
に
在
り
て
は
：
…
少
く
と
も
同
一
大
字
以
上
を
以
て
一
纏
め
と
為
し
従
来
の
組
合
は
其
の
一
小
区
域
と
為
」
す
と
共
に
、
役
員
の

権
限
を
強
化
し
て
統
制
を
強
化
し
、
組
合
の
統
制
に
「
違
背
」
す
る
者
に
は
厳
罰
主
義
で
臨
む
こ
と
と
し
た
が
、
と
も
あ
れ
昭
和
恐

慌
期
に
向
げ
て
部
落
農
民
層
の
激
し
い
分
解
と
半
封
建
的
部
落
秩
序
の
解
体
化
の
中
で
、
上
か
ら
の
「
自
力
更
生
」
策
や
「
杜
会
政

策
」
、
あ
る
い
は
統
制
強
化
を
受
げ
っ
っ
新
た
な
変
貌
を
と
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
（
１
）
　
山
林
局
長
岡
本
英
太
郎
「
農
村
振
興
ト
林
業
」
（
『
山
林
公
報
』
一
九
一
六
年
・
第
十
一
号
）
九
四
七
頁
。
一

　
　
（
２
）
　
『
国
有
林
野
解
放
運
動
と
国
有
林
野
の
地
元
対
策
』
（
林
野
庁
・
一
九
六
六
年
）
三
〇
頁
。
な
お
、
「
東
北
振
興
問
題
」
な
ど
当
時
の
情

　
　
　
　
況
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
同
報
告
書
を
参
照
。

　
　
（
３
）
　
岡
村
明
達
「
山
林
政
策
の
展
開
と
入
会
地
整
理
過
程
」
（
古
島
敏
雄
編
『
目
本
林
野
制
度
の
研
究
』
第
一
章
）
八
四
～
八
五
頁
を
参
照
。



（
４
）
　
『
共
用
林
野
制
度
の
沿
革
』
（
林
野
庁
調
査
課
・
一
九
五
七
年
）
二
〇
頁
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

（
５
）
　
『
共
用
林
野
制
度
実
態
調
査
１
』
（
林
野
庁
・
一
九
五
八
年
）
一
〇
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

（
６
）
　
「
大
正
十
一
年
三
月
二
目
造
林
主
任
会
議
に
於
け
る
岡
田
秋
田
大
林
区
署
長
訓
示
要
領
」
（
『
林
曹
会
報
』
一
九
二
二
年
四
月
）
八
頁
。

（
７
）
　
「
時
局
の
推
移
が
森
林
労
働
者
に
及
ぽ
し
た
る
影
響
並
該
労
働
者
使
役
法
に
就
て
」
（
熊
本
大
林
区
署
『
研
修
』
一
九
一
七
年
．
第
八

　
　
号
）
二
一
頁
。

（
８
）
　
「
大
正
九
年
六
月
十
四
目
小
林
区
署
会
議
二
於
ケ
ル
鈴
木
大
林
区
署
長
訓
示
」
（
『
研
修
』
一
九
二
〇
年
七
月
・
第
二
九
号
）
一
頁
。

（
９
）
　
「
造
林
主
任
打
合
会
に
於
け
る
鈴
木
大
林
区
署
長
の
訓
示
」
（
『
研
修
』
一
九
二
一
年
三
月
．
第
三
五
号
）
一
頁
。

（
１
０
）
栗
原
百
寿
『
現
代
日
本
農
業
論
　
　
日
本
農
業
の
構
造
的
変
化
　
　
上
』
（
青
木
書
店
）
一
二
～
二
二
頁
。

（
ｕ
）
　
「
岡
田
大
林
区
署
長
講
演
要
旨
」
（
『
林
曹
会
報
』
一
九
二
四
年
十
一
月
）
’
よ
り
。

一
ｕ
二
於
秋
田
大
林
区
管
内
森
林
鱗
組
合
長
表
彰
式
・
岡
田
秋
田
大
林
区
署
長
説
示
大
正
十
年
五
月
十
吉
秋
田
記
念
会
館
に
於
て

　
　
　
　
」
（
『
林
曹
会
報
』
一
九
二
一
年
五
月
）
よ
り
。

（
１
３
）
前
掲
『
林
曹
会
報
』
（
一
九
二
二
年
四
月
）
八
～
九
頁
。

（
１
４
）
　
注
（
１
２
）
に
同
じ
。

（
１
５
）
　
『
山
林
彙
報
』
一
九
二
一
年
六
月
、
十
一
月
、
二
二
年
十
一
月
の
各
号
よ
り
。

（
１
６
）
　
『
山
林
彙
報
』
（
一
九
二
一
年
七
月
）
九
六
－
九
七
頁
。

（
１
７
）
　
右
同
（
一
九
二
四
年
二
月
）
一
五
二
頁
。

（
１
８
）
　
右
同
（
一
九
二
一
年
十
一
月
）
一
四
七
～
一
四
九
頁
。

（
１
９
）
　
注
（
５
）
に
同
じ
（
五
二
頁
）
。

（
２
０
）
　
菊
間
満
「
国
有
林
経
営
に
お
け
る
造
林
労
働
組
織
と
委
託
林
制
度
　
　
秋
田
営
林
局
角
館
営
林
署
管
内
に
お
け
る
委
託
林
制
度
を
対
象

　
　
に
し
て
　
　
」
（
『
北
海
道
大
学
農
学
部
演
習
林
研
究
報
告
』
第
三
十
三
巻
第
二
号
・
一
九
七
六
年
）
三
九
四
～
三
九
五
頁
。

（
２
１
）
秋
山
智
英
『
国
有
林
経
営
史
論
』
（
一
九
六
〇
年
）
一
七
九
頁
。

（
２
２
）
　
「
研
伐
並
苗
圃
定
夫
召
集
席
上
・
岡
田
大
林
区
署
長
訓
示
」
（
『
林
曹
会
報
』
一
九
二
三
年
三
月
・
第
七
七
号
）
五
～
六
頁
。

　
国
有
林
に
お
け
る
労
働
組
織
の
彫
成
と
展
開
嘗
（
奥
地
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
（
七
一
九
）



（
２
３
）

（
２
４
）

（
２
５
）

（
２
６
）

（
２
７
）

（
２
８
）

（
２
９
）

立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
四
号
）

「
造
林
人
夫
募
集
に
就
て
」
（
『
林
曹
会
報
』
一
九
二
四
年
六
月
・
第
九
〇
号
）
八
九
頁
。

前
掲
・
菊
間
論
文
三
五
八
、
三
六
一
頁
。

前
掲
「
造
林
人
夫
募
集
に
就
て
」
九
〇
、
八
九
頁
。

「
舟
形
小
林
区
署
愛
林
組
合
改
造
漉
議
会
に
付
て
」
（
『
林
曹
会
報
』
一
九
二
二
年
六
月
）

同
前
、
三
五
頁
。

塩
澤
君
夫
・
後
藤
靖
編
『
日
本
経
済
史
』
（
一
九
七
七
年
）
三
九
八
～
四
〇
一
頁
参
照
。

「
山
問
農
村
振
興
と
官
行
造
林
」
（
『
林
曹
会
報
』
一
九
二
三
年
四
月
）
九
～
一
〇
頁
。

一
八
（
七
二
〇
）

三
三
頁
。




